
（平成２３年２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 60 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 52 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 50 件

国民年金関係 16 件

厚生年金関係 34 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 5370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年３月までの期間、同年８月から５年２月まで

の期間、同年８月、同年９月、６年２月、同年３月、９年２月及び同年３月の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   ： 昭和 45年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 平成３年４月から４年３月まで 

② 平成４年８月から５年２月まで 

③ 平成５年８月及び同年９月 

④ 平成６年２月及び同年３月 

⑤ 平成９年２月及び同年３月 

はっきりとは覚えていないが、母の記憶では、平成２年 11月頃、母が私

の国民年金の加入手続を行った。 

国民年金保険料を納付し始めた当初、市役所から二人の男性が自宅に集

金に来たとき、母が２回あるいは３回分の国民年金保険料をまとめて３万

円から４万円納付した。その後、Ａ市に引っ越した平成 12 年９月までは、

母が自宅に来ていた女性の集金人に保険料を毎月納付したと思う。 

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が自宅に来ていた集金人に申立期間の国民年金保険料を

毎月納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、Ｂ市の国民年金被保

険者名簿の資格取得の原因欄に「３.４.11」のゴム印が確認できることから、

平成３年４月 11日に国民年金の加入手続を行ったものと推定される。 

また、申立人の国民年金保険料の納付状況をみると、オンライン記録から、

加入手続後の平成３年６月に、申立期間①前の平成２年 11月から３年３月ま

での保険料を遡って過年度納付していることが確認でき、申立人の保険料を



納付していたとする申立人の母親の年金制度への関心の高さがうかがえる上、

過年度納付された当該期間の保険料額は４万 2,000 円であり、母親が最初に

まとめて納付したとする保険料額とおおむね一致しており、母親の陳述に信

憑
ぴょう

性がうかがえる。これらのことを踏まえると、申立人の国民年金の加入手

続を行い、申立期間①前の保険料を過年度納付した母親が申立期間①の保険

料も納付したものと考えるのが自然である。 

さらに、上記のとおり、年金制度に関心の高い申立人の母親が、短期であ

る７か月の申立期間②、２か月である申立期間③、④及び⑤の国民年金保険

料を支払わなかったとは考え難い。 

加えて、この当時、世帯主である申立人の父親は、Ｃ社のＤ職をしていた

上、同居していた申立人は、Ｅ業務に従事しており、安定した収入があった

と申立人の母親は陳述していることから、生活状況に特段の変化は認められ

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 5371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 12月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 12月から 62年３月まで 

私は、国民年金の加入手続は行っていない。また、母も手続の記憶がな

い。国民年金手帳は送られてきたと思う。 

時期は定かでないが、母から国民年金手帳を受け取った時に、申立期間

の国民年金保険料である半端の保険料は、母が郵便局から１回で納付した

と聞いた。 

その際に申立期間の納付書だけが別に送られてきて、それは３枚又は４

枚の綴
つづ

りであったと聞いた。 

母が納付した申立期間の国民年金保険料が、未納とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料は、母親が１回で納付したと申し立て

ている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期について調査すると、申立人の前

後に国民年金手帳記号番号を取得している被保険者の資格取得記録から、昭和

62 年９月から同年 11 月までの間であることが推定でき､加入手続後、申立期

間の国民年金保険料を過年度納付することが可能である。 

また、オンライン記録から、申立期間に係る過年度納付書と推測される納付

書が、昭和 63年 10月７日に発行されていることが確認でき、当該時点におい

て、申立期間の国民年金保険料は納付することが可能である。  

さらに、申立人の母親は「時期は定かでないが、半端の期間の国民年金保険

料の納付書が１回送られてきたので、郵便局から納付した。金額及び納付期間



については記憶していないが、送られてきた納付書は、３枚又は４枚の綴りで

あった。」と陳述しているところ、３枚複写であった申立期間当時の過年度納

付書の形態とおおむね符合するとともに、当該過年度納付書で郵便局から納付

することが可能であったことから、申立期間の国民年金保険料を郵便局で過年

度納付したとする申立人の母親の陳述に不自然さはうかがえない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年９月まで 

申立期間当時、私は結婚していたが、若くて何も分からなかったので、母

親が私の家に来て手伝ってくれていた。その時に、母親が国民年金に加入し

たらと勧めてくれ、手続も行ってくれた。その後、国民年金保険料の納付も

母親に任せていて、毎月集金に来た女性に納付してくれていた。保険料は

100円ぐらいで、切手のようなものを国民年金手帳に貼り付けていたと思う。

平成 18年２月に受給の手続に行ったとき、昭和 51年度分が免除の記録とな

っており調べてもらったところ、社会保険庁（当時）の間違いで納付済みで

あることが確認された。そこで、加入後の年金記録について年金事務所で調

べてもらったところ、申立期間が抜けていることが判明した。 

ついては、再度、社会保険庁の間違いである可能性が考えられるので、調

査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、現在、申立人の基礎年金番号とされ

ている国民年金手帳記号番号（以下「手番Ａ」という。）は、昭和 51年８月ご

ろ、Ｃ市において払い出されたことが確認でき、この手番Ａを用いた場合、申

立期間は時効の成立により、制度上国民年金保険料を納付できない期間となる。

しかしながら、申立期間の保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳記

号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、

当時の住所地における手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したところ、申立

人に対して、手番Ａとは別の手帳記号番号（以下「手番Ｂ」という。）が 38

年９月に払い出されていることが確認できた。 



そこで、手番Ｂについてオンライン記録を確認すると、昭和 36 年４月１日

付けで資格を取得し、39年６月２日付けで資格を喪失した旨記録されており、

申立期間の国民年金保険料について手番Ｂを使って納付することは可能であ

るところ、申立人は、申立期間当時、女性の集金人が毎月自宅に来た際に、申

立人の母親が保険料として 100円程度を納め、切手のようなものを年金手帳に

貼付していたのを見たことがあるとしており、当時の保険料は 100円であるこ

とから、申立内容と一致している上、Ｃ市は、印紙を取り扱う集金人制度を開

始した時期は 38年４月からとしていることから、少なくとも申立期間のうち、

同年４月から同年９月までに係る保険料については当該納付方法により現年

度納付されていたとしても不自然ではない。 

一方、申立期間のうち昭和 38 年３月以前の期間においては、上記集金人制

度は開始されておらず、市の職員が小学校で出張検認を行っていた期間に当た

ることから、申立人の母親が自宅に来た集金人に国民年金保険料を納めていた

とする主張とは一致しない上、手番Ｂの払出時点では、当該期間は過年度期間

となることから、現年度保険料のみ収納していたとする集金人に対して遡及納

付がなされたとは考え難い。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 38 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 5373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から 55年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 55年３月まで 

    夫は、当時、新聞で国民年金保険料を一括して納付できることを知ってい

たので、昭和 55 年４月に夫と一緒にＡ市Ｂ区役所へ婚姻届を提出に行った

際、私は国民年金に加入していなかったので、加入手続を行い、夫が私の保

険料を一括して納付してくれた。 

 区役所へは、結婚祝い金を事前に持参し、夫が窓口で国民年金保険料を現

金で納付して領収証書を受け取ったこと、及び当時の窓口職員の特徴を今も

詳しく覚えている。 

 申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の払出

時期等から、第３回目の特例納付実施期間中の昭和 55 年４月頃に行われたも

のと推定される。この場合、申立期間の国民年金保険料について特例納付する

ことが可能であるものと考えられる。 

しかしながら、申立人の年金記録確認申立書には、当時の納付金額として「17

万円ぐらい」と記載されており、申立期間の国民年金保険料を特例納付した場

合の納付金額と大きく異なっている。これについて、申立人は、当該納付金額

は、申立ての際に、申立人の夫が記憶していた納付金額を記載したものである

とし、これよりもさらに高額であったと主張を変遷させているが、その具体的

な納付金額については記憶が曖昧である。 

また、申立期間の国民年金保険料を一括して納付してくれたとする申立人の

夫は、夫自身に係る過去の未納期間の保険料については、結婚前の昭和 55 年



１月又は同年２月頃に、Ｂ区役所で一括して納付したと陳述しているところ、

夫の特殊台帳を見ると、結婚後の同年 12 月２日にＣ市からＢ区へ国民年金の

住所変更手続を行ったことが確認できることから、これ以前に夫が同区役所で

夫の保険料を納付することは考え難い上、夫自身も 45 年 12 月から 51 年３月

までの期間は未納期間であり、結婚後において、夫が申立人の保険料のみを遡

って納付するのは不自然である。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、国民年金手

帳記号番号払出簿の内容を検索ツールで確認したほか、オンライン記録により

各種の氏名検索を行ったが、申立人及びその夫に対して別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人の夫が申立

期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告

書控え等)も無い。 

一方、申立人の夫の特殊台帳によると、Ｂ区役所へ国民年金の住所変更手続

が行われた昭和 55 年 12 月に、それまで夫の未納期間であった 54 年４月から

55 年３月までの国民年金保険料を一括して過年度納付するとともに、住所変

更前の期間を含む同年４月から年度末の 56 年３月までの保険料を現年度納付

していることが確認できることから、その合計保険料額を試算すると８万

4,840円であり、二人分では、申立人の年金記録の係る確認申立書に記載され

た夫が記憶していたとする納付金額「17 万円ぐらい」と一致することなどを

踏まえると、この当時、夫が一括して納付してくれたとする保険料については、

申立期間のうち、54 年４月から 55 年３月までの過年度保険料及び昭和 55 年

度の現年度保険料に係る申立人及びその夫との二人分の保険料であると考え

ても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和54年４月から55年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 5374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年６月まで 

私が昭和 47年９月に会社を退職したので、妻がＡ市Ｂ区役所で国民健康

保険と一緒に夫婦の国民年金の加入手続をしてくれた。 

 それ以来、夫婦の国民年金保険料は、妻が自宅に来る女性の集金人に納付

してくれていたのに、申立期間の３か月間が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市における国民年金保険料の徴収方法は、昭和 48 年４月以降、それまで

の集金人による国民年金手帳に印紙を貼付する印紙検認方式から、集金人によ

る領収証書発行方式、又は被保険者自身が納付書により金融機関で納付する自

主納付方式に変更されている。 

 そこで、申立人の所持する国民年金手帳の昭和 47 年度印紙検認記録欄を見

ると、申立人が会社を退職した昭和 47年９月から申立期間直前の 48年３月ま

での７か月分の国民年金保険料を同年３月 30 日にまとめて集金人に納付した

ことを示す検認印が確認できるとともに、同年 10月 11日に申立期間直後の同

年７月から同年９月までの第２期分の保険料を集金人に納付したことを示す

領収証書を所持している。この場合、保険料の徴収方法変更直後の第１期分で

あり、３か月間と短期間である申立期間の保険料を集金人に納付しなかったと

は考え難い上、申立人及びその妻は、申立期間後、申立人の事業業績が悪化し

たとして保険料の免除が開始される直前の 60 年６月まで、一部の免除期間を

除き、保険料を完納している。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年１月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 50年３月まで 

結婚後の昭和 48年１月頃、義父が「うちは自営業なので国民年金を掛け

なければいけないよ。」と言って、私の国民年金の加入手続を行った。 

 それ以来、義父は、自身が亡くなるまで、夫と義妹と私の３人分の国民年

金保険料を納付してくれていたのに、申立期間は私だけが未納とされている

ので、もう一度よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の払出

時期から、昭和 50 年９月頃に行われたものと推定され、申立人の特殊台帳及

びオンライン記録によると、その３か月後の同年 12 月に、その時点で時効完

成前の48年１月から申立期間直前の同年12月までの国民年金保険料を遡って

過年度納付していることが確認できるとともに、申立期間直後の 50 年４月以

降の保険料を現年度納付し、60歳以降も任意加入して 65歳まで保険料を完納

している。 

 また、申立人の義父が、亡くなるまで申立人と一緒に国民年金保険料を納付

してくれていたとする申立人の夫及び義妹の申立期間における保険料は納付

済みである上、申立人の義父及び義母についても、国民年金制度が発足した昭

和36年４月からそれぞれ60歳期間満了まで保険料を完納していることなどを

踏まえると、義父が、50年 12月に申立期間直前の時効完成前の期間の保険料

を過年度納付しているにもかかわらず、その時点で納付が可能な過年度保険料

である申立期間の保険料について納付しない理由は見当たらない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5376 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51年１月から 52年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から 43年３月まで 

             ② 昭和 45年４月及び同年５月 

             ③ 昭和 45年６月 

             ④ 昭和 51年１月から 53年 10月まで 

             ⑤ 昭和 54年１月から同年３月まで 

    時期ははっきりとは覚えていないが、母親の国民年金保険料を集金に来た

集金人から、国民年金の勧誘を受け、また、母親にも勧められたので、私が

夫婦二人分の加入手続を行い、その後、３か月ごとに来る集金人に夫婦二人

分の保険料を納付していた。 

    加入当初は、国民年金保険料を納付すると、国民年金手帳に印紙を貼って

くれて、領収印を押してもらっていたが、いつからか、納付書により金融機

関で納付するようになった。 

    申立期間①、②、④及び⑤の国民年金保険料が未納とされ、申立期間③が

未加入期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市Ｂ区において、昭和 44 年３月 18 日に夫婦連番で払い出されており、こ

の手帳記号番号の払出時期からみて、申立期間のうち 42年１月以降の国民年

金保険料を納付することは可能である。 

なお、オンライン記録を見ると、申立人の国民年金被保険者資格について、

昭和 50年７月６日付けで、強制加入から任意加入への種別変更手続が行われ、

その後、53 年 11 月 16 日付けで再び強制加入への種別変更手続が行われてい



る。 

また、申立人の戸籍附票及びＣ市保存の国民年金被保険者名簿を見ると、申

立人は、申立期間④の前年の昭和 50 年７月７日に、Ｂ区からＣ市に転居し、

51 年 10 月 26 日に再びＢ区に転居していることが確認できるが、特殊台帳を

見ると、Ｃ市からＢ区への国民年金法上の住所変更手続は、２年後の 53年 11

月 30日に行われていることが確認できる。 

さらに、申立人の所持する昭和 50年７月から同年 12月までの期間に係る国

民年金保険料領収証書を見ると、いずれもＡ市が発行したものであることも

確認できる。 

これらのことを踏まえると、申立期間④当時、Ｂ区の申立人の実家には、昭

和 50 年度及び 51 年度の国民年金保険料の納付書が送付され、一方、Ｃ市の

自宅には 52年度の保険料の納付書が送付されていたものと推認できる。 

加えて、特殊台帳を見ると、申立期間④のうち、昭和 51年１月から 52年３

月までの期間について、催告印は見当たらない。 

このほか、申立人は、昭和 52 年当時までは、会社員の夫との婚姻関係を継

続中であり、自身はＢ区内で店を営んでおり、生活は順調であったと考えら

れる。 

以上のことから、納付を続ける意思をもって任意加入への種別変更手続も行

った申立人が、申立期間④のうち、昭和 51 年１月から 52 年３月までの国民

年金保険料について、Ａ市から納付書の送付を受けながら、当該期間の保険

料を納付しなかったとは考え難い。 

一方、申立期間④のうち、昭和 52 年４月から 53 年 10 月までの期間及び申

立期間⑤について、申立人は、上記のとおり、同年 11 月 30 日までＣ市から

Ｂ区への国民年金法上の住所変更手続を行っていなかったために、52 年４月

から 53 年 10 月までの期間を含む昭和 52 年度及び 53 年度の国民年金保険料

の納付書は、既にＢ区へ転居していた申立人に届くことはなかったと推認で

き、申立期間④のうち、昭和 52年４月から 53年 10月までの保険料を納付す

ることができなかった可能性が否定できない。 

また、申立人は、昭和 53年 11月＊日に離婚するとともに、国民年金被保険

者資格について、同年 11 月 16 日付けで任意加入から強制加入への種別変更

手続を行っており、また、所持する国民年金保険料領収証書を見ると、同年

11月 30日に同年 11月及び同年 12月の保険料を現年度納付している一方、特

殊台帳を見ると、昭和 53年度の摘要欄に「54催」と未納催告が行われたこと

が確認できる。 

これら一連の事跡を踏まえると、申立人は、昭和 53年 11月＊日にＢ区役所

で離婚届を提出した際、国民年金法上の住所変更及び任意加入から強制加入

への種別変更手続を行うとともに、当月及び翌月の２か月分の国民年金保険

料に係る納付書を作成してもらい、現年度納付した一方、それ以外の申立期



間④のうち、昭和 52 年４月から 53年 10月までの期間及び申立期間⑤の保険

料については未納のまま放置していたために、昭和 54年度に納付催告を受け

たものと考えられるものの、申立人は、保険料を遡って納付した記憶はない

と陳述している。 

次に、申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、上記のとお

り、昭和 44 年３月 18 日に払い出されており、この手帳記号番号の払出時点

においては、当該期間のうち、40 年１月から 41 年 12 月までの国民年金保険

料は、制度上、納付することはできず、また、42年１月から 43年３月までの

保険料は、過年度納付できるものの、申立人は遡って保険料を納付したこと

は無いと陳述しているほか、申立人と一緒に保険料を納付していたとする申

立人の夫についても、当該期間の保険料は未納とされている。 

次に、申立期間②及び③について、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、

昭和 45年度の印紙検認記録欄の当該期間に領収印は見当たらず、同年度の印

紙検認台紙は割印の上、切り取られていることが確認できる。 

また、オンライン記録及び特殊台帳を見ると、昭和 45年６月 16日に国民年

金任意加入被保険者資格を喪失し、同年７月１日に強制加入被保険者資格を

取得していることから、申立期間③は未加入期間となり、制度上、国民年金

保険料を納付することはできない。 

さらに、申立期間①、②、③及び④のうち、昭和 52 年４月から 53 年 10 月

までの期間及び申立期間⑤の国民年金保険料を納付することが可能な別の国

民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検

索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧

調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

加えて、申立人から申立期間①、②、③及び④のうち、昭和 52 年４月から

53年 10月までの期間及び申立期間⑤の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌

み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 51 年１月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



大阪国民年金 事案 5377 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年 11 月から 41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月から 41年３月まで 

        結婚した当時、夫は既に国民年金に加入し、私が夫の国民年金保険料を納

付していたので、私も夫と一緒に区役所に出向き、加入手続を行ったと思う。 

    加入手続後の国民年金保険料については、３か月ごとに自宅に来た集金人

に私が夫婦二人分を納付し、その際に、収入印紙のようなものを年金手帳に

貼ってもらっていた。 

    しかし、はっきりとした時期等は覚えていないが、集金人から遡って納付

することができると言われた記憶がある。 

    その際に納付書を受け取ったかどうかは定かではないが、集金人に対する

定期的な納付とは別に、納付書を使用して金融機関で遡って納付した記憶は

確かにある。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市Ｂ区において、昭和 41年９月 29日に払い出されており、この手帳記号番

号の払出時期からみて、申立期間の国民年金保険料を過年度納付することは可

能である。 

また、申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保

険料を全て納付している上、厚生年金保険被保険者資格の得喪に伴う国民年金

被保険者資格の種別変更手続も的確に行っており、納付意識及び年金制度に対

する関心の高さがうかがえる。 

さらに、申立人は、未納の国民年金保険料について、集金人に対する定期的



な納付とは別に、納付書を使用して金融機関で遡って納付したことがあると陳

述しているところ、オンライン記録を見ると、納付記録が始まる昭和 41 年４

月以降の保険料は全て現年度納付していることが確認でき、後に遡って納付し

たとする記憶は、申立期間の保険料に対する納付の記憶である可能性が否定で

きない。 

加えて、申立期間当時、Ａ市では、現年度保険料の収納については、集金人

による印紙検認が通例であった一方、過年度保険料についても、被保険者の要

望等に応じ、集金人が、自身の所持する白紙の納付書に納付可能な期間を記入

し、被保険者に手渡していたとする事例は多く散見されており、陳述内容と符

合する。 

これらのことから、納付意識の高い申立人が、過年度納付が可能な申立期間

の国民年金保険料のみ未納のまま放置していたとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 9874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年３月 30日から 29年４月８日まで 

             ② 昭和 34年 10月 21日から 36年３月７日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社及びＢ社に

おける加入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①と②の間に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。 

また、オンライン記録によれば、申立人は、申立期間の最終事業所であるＢ

社で厚生年金保険被保険者資格を喪失後、１年以内に別の会社で資格を取得し

ていることが確認できる。さらに、申立人は、「Ｂ社を退社後すぐに、Ｃ社で

勤務した。」と陳述しているところ、申立人のＣ社での加入記録は確認できな

いが、同社で昭和 36 年４月 22 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、37

年２月 26 日に資格を喪失しているＢ社での元同僚は、「Ｃ社には、申立人に

誘われて一緒に入社したが、申立人は、私よりも早く同社を辞めた。」旨陳述

していることから、申立人が申立期間に係る脱退手当金を請求する意思を有し

ていたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月 12 日は 27 万 5,000 円、18

年 12 月 11 日は 27 万 6,000 円、19 年７月 10 日は 28 万 2,000 円、同年 12 月

10日は 30万 2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 51年生 

    住 所 :  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : ① 平成 17年 12月 12日 

② 平成 18年 12月 11日 

③ 平成 19年７月 10日 

④ 平成 19年 12月 10日 

    ねんきん定期便により、申立期間に支給された賞与の記録が無いことを知

った。 

申立期間について、賞与の支払と保険料の控除が確認できる賞与明細書を

提出するので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与明細書及びＡ社保管の賞与明細一覧表により、申立人は、

申立期間について賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により当該賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書及び賞与明細一覧表の

保険料控除額から、平成 17 年 12 月 12 日は 27 万 5,000 円、18 年 12 月 11 日

は 27 万 6,000 円、19 年７月 10 日は 28 万 2,000 円、同年 12 月 10 日は 30 万

2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成 17 年 12 月 12 日、18 年 12 月 11 日、19 年７月 10 日及び同年 12 月 10

日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月 12 日は 22 万 5,000 円、18

年 12月 11日は 23万円、19年７月 10日は 21万 7,000円、同年 12月 10日は

25万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 52年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : ① 平成 17年 12月 12日 

② 平成 18年 12月 11日 

③ 平成 19年７月 10日 

④ 平成 19年 12月 10日 

    ねんきん定期便により、申立期間に支給された賞与の記録が無いことを知

った。 

申立期間について、賞与の支払と保険料の控除が確認できる賞与明細書を

提出するので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与明細書及びＡ社保管の賞与明細一覧表により、申立人は、

申立期間について賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により当該賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書及び賞与明細一覧表の

保険料控除額から、平成 17 年 12 月 12 日は 22 万 5,000 円、18 年 12 月 11 日

は 23 万円、19 年７月 10 日は 21 万 7,000 円、同年 12 月 10 日は 25 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成 17 年 12 月 12 日、18 年 12 月 11 日、19 年７月 10 日及び同年 12 月 10

日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 23年３月 15日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 600円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年３月 15日から同年７月 15日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には申立期

間から継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、申立人が保管する人事通知書、Ｂ社保管の人事記録及び同

社の回答等により、申立人がＡ社Ｃ支店に昭和 23年３月 15日から継続して勤

務していたことが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間当時から入社と同時に社会保険の加入手続を行っ

ていた。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭

和 23年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、600円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情



は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9878 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年７月 20日は 19万 5,000円、18年

７月 28日は 21万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

             ② 平成 18年７月 28日 

 年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間に支給された賞与の記録が無いとの回答をもらった。

保険料を控除されていたことが確認できる賞与明細書を提出するので、申立

期間の標準賞与額を記録してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与明細書から、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書の保険料控除額から、

平成 17年７月 20日は 19万 5,000円、18年７月 28日は 21万 5,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成 17年７月 20日及び 18年７月 28日の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 9879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年７月 20 日及び同年 12 月 20 日は

43万円、19年７月 20日は 45万円、同年 12月 20日は 47万 5,000円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

             ② 平成 18年 12月 20日 

             ③ 平成 19年７月 20日 

             ④ 平成 19年 12月 20日 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間に支給された賞与の記録が無いとの回答をもらった。

保険料を控除されていたことが確認できる賞与明細書を提出するので、申立

期間の標準賞与額を記録してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与明細書及びＡ社提出の賞与支給控除一覧表から、申立人が、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書又は賞与支給控除一覧

表の保険料控除額から、平成 18年７月 20日及び同年 12月 20日は 43万円、

19年７月 20日は 45万円、同年 12月 20日は 47万 5,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成 18年７月 20日、同年 12月 20日、19年７月 20日及び同年 12月 20日

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 9880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 39 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月 21日から 39年２月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、

同社からＢ社に出向した時期であり、両社に継続して勤務していたので、厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ａ社の人事記録及び同社の人事担当者の陳述等から判断す

ると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 39 年２月１日にＡ社

からＢ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38

年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格喪失日を誤って届け出たと思われるとしていることから、

事業主が昭和 38年 12 月 21日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年 12月及び 39年１月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



大阪厚生年金 事案 9881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 38 年４月 25 日に、Ｂ社における資格取得日に係る記録を 41 年５月 18

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、38 年４月から同年８月までは３万

6,000円、41年５月は４万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 38 年４月から同年８月までの厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、事業主は、申立人に係る昭和 41 年５月の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月 25日から同年９月 10日まで 

             ② 昭和 41年５月 18日から同年６月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に夫の厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。夫は昭和 30 年にＢ社に入

社し、51 年５月まで継続して在籍した。申立期間当時は、同社の子会社で

あるＡ社に出向した時期であるが、両社に継続して勤務していたので、申立

期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録、同社提出の辞令簿及び事業主の陳述等から判断すると、申

立人が申立期間も事業主が同じであるＡ社及びＢ社に継続して勤務し（昭和

38年４月 25日にＢ社からＡ社に異動、41年５月 18日に同社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38



年９月の社会保険事務所の記録から、同年４月から同年８月までは３万 6,000

円、申立人のＢ社における 41 年６月の社会保険事務所の記録から、同年５月

は４万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているものの、厚生年金保険の記録におけるＢ社で

の資格取得日が、雇用保険の記録における資格取得日と同じ昭和 41 年６月１

日であり、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得日

と記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 9882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間に係る標準賞与額に係る記録を、平成 15年７月 25日は 13 万 4,000円、

同年 12 月 25 日は 20 万 1,000 円、16 年７月 25 日は 13 万 6,000 円、同年 12

月 25 日は 19 万 8,000 円、17 年７月 25 日は 13 万 4,000 円、同年 12 月 10 日

は 19 万 6,000 円、18 年８月 25 日は 13 万 3,000 円、同年 12 月 25 日は 19 万

4,000円、19年７月 25日は 13万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月 25日 

             ② 平成 15年 12月 25日 

             ③ 平成 16年７月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 25日 

             ⑤ 平成 17年７月 25日 

             ⑥ 平成 17年 12月 10日 

             ⑦ 平成 18年８月 25日 

             ⑧ 平成 18年 12月 25日 

             ⑨ 平成 19年７月 25日 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間①から⑥まで、⑧及び⑨に支給された賞与について記

録が無いとの回答をもらった。 

また、申立期間⑦の標準賞与額の記録は、賞与から控除された保険料額に

相当する標準賞与額より少ない金額となっている。 

申立期間の賞与に係る厚生年金保険料の控除額が確認できる賞与支払台

帳を提出するので、記録を訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑥まで、⑧及び⑨については、Ａ社から提出された賞与支

払台帳により、申立人は、当該期間について賞与の支払を受け、厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、賞与支払台帳の保険料控除額か

ら、平成 15 年７月 25日は 13 万 4,000 円、同年 12 月 25 日は 20万 1,000 円、

16年７月 25日は 13万 6,000円、同年 12月 25日は 19万 8,000円、17年７月

25 日は 13万 4,000 円、同年 12 月 10 日は 19 万 6,000 円、18 年 12 月 25 日は

19万 4,000円、19年７月 25日は 13万 3,000円とすることが妥当である。 

申立期間⑦については、申立人は標準賞与額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与

額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間⑦の標準賞与額については、Ａ社から提出された賞

与支払台帳により、13万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、事務過誤により申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

に提出しておらず、または正しく届出していないとしていることから、社会保

険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 9883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間に係る標準賞与額に係る記録を、平成 15年７月 25日は 11 万 2,000円、

同年 12 月 25 日は 16 万 8,000 円、16 年７月 25 日は 11 万 4,000 円、同年 12

月 25 日は 16 万 6,000 円、17 年７月 25 日は 11 万 3,000 円、同年 12 月 10 日

は 16 万 5,000 円、18 年８月 25 日は 11 万 2,000 円、同年 12 月 25 日は 16 万

4,000円、19年７月 25日は 11万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月 25日 

             ② 平成 15年 12月 25日 

             ③ 平成 16年７月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 25日 

             ⑤ 平成 17年 7月 25日 

             ⑥ 平成 17年 12月 10日 

             ⑦ 平成 18年８月 25日 

             ⑧ 平成 18年 12月 25日 

             ⑨ 平成 19年 7月 25日 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間①から⑥まで、⑧及び⑨に支給された賞与について記

録が無いとの回答をもらった。 

また、申立期間⑦の標準賞与額の記録は、賞与から控除された保険料額に

相当する標準賞与額より少ない金額となっている。 

申立期間の賞与に係る厚生年金保険料の控除額が確認できる賞与支払台

帳を提出するので、記録を訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑥まで、⑧及び⑨については、Ａ社から提出された賞与支

払台帳により、申立人は、当該期間について賞与の支払を受け、厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、賞与支払台帳の保険料控除額から、

平成 15 年７月 25 日は 11 万 2,000 円、同年 12 月 25 日は 16 万 8,000 円、16

年７月 25日は 11万 4,000円、同年 12月 25日は 16万 6,000円、17年７月 25

日は 11 万 3,000 円、同年 12 月 10 日は 16万 5,000 円、18年 12月 25 日は 16

万 4,000円、19年７月 25日は 11万 3,000円とすることが妥当である。 

申立期間⑦については、申立人は標準賞与額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間⑦の標準賞与額については、Ａ社から提出された賞与

支払台帳により、11万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、事務過誤により申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に

提出しておらず、または正しく届出していないとしていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料（訂正前の標準

賞与額に基づく保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 9884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成２年９月から３年８月までは 19

万円、同年９月は 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年９月１日から３年 10月１日まで   

     年金事務所の記録では、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が９万 2,000 円となっているが、申立期間の給料支払明細書の給与月

額に相当する標準報酬月額は 20 万円であり、また、標準報酬月額 19 万円

又は 20万円に相当する厚生年金保険料が控除されているので、標準報酬月

額の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、給料支払明細書の

保険料控除額から、平成２年９月から３年８月までは 19万円、同年９月は 20

万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付したか否かについては、

Ａ社は既に解散している上、元事業主も当時の関係資料を保存していないため



不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 10年１月 31日から同年９月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

ることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、当該期間に係る資格

喪失日（平成 10 年１月 31 日）及び資格取得日（平成 10 年９月１日）を取り

消し、当該期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  平成元年４月１日から６年５月１日まで 

             ②  平成 10年１月 31日から同年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。 

申立期間①も、Ａ社でＢ職として勤務していた。また、申立期間②は、同

社から取引先であるＣ社に派遣され勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、オンライン記録では、申立人はＡ社において平成６

年５月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、10年１月 31日に資格を

喪失後、同年９月１日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保

険者記録が無い。 

しかし、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、申立期間も継続して

いることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間はＡ社から取引先であるＣ社に派遣され、同社で

Ｄ業務を一人で行っていたと陳述しているところ、Ａ社の元総務担当者も、「申

立人はＣ社に駐在員として一人で派遣され、Ａ社関係のＤ業務を担当してい

た。」としていることから、申立人の従事していた業務内容について、申立人



と上記元総務担当者の陳述は符合している。 

さらに、Ｃ社の関連会社であるＥ社の総務担当者は、「当時の関係者に聞い

たところ、期間は不明であるが、申立人は、Ｃ社に駐在員として勤務しており、

駐在員を一旦辞めて再就職するようなことはなく、継続して勤務していたそう

だ。」と陳述している。 

加えて、申立人は、申立期間に係る給与明細書は所持していないものの、申

立期間前の期間である平成10年１月並びに申立期間後の期間である11年３月

及び 12 年３月の給与明細書を所持しているところ、それらの給与明細書には

いずれも「本社・現場（出向）」と記載され、前月分の厚生年金保険料が控除

されていることから、申立期間についても申立人の勤務形態に変化は無く、申

立人の給与から保険料が控除されていたと考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたも

のと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成９年

12月の社会保険事務所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 10 年１月から同年８月

までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間もＡ社

で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の元総務担当者は「基本的には全員が厚生年金保険に加入して

いたが、Ｂ職等で国民健康保険に加入していた者は、厚生年金保険の加入を希

望しない者がいたように思う。また、厚生年金保険資格の取得の届出をしない

者の給与から、厚生年金保険料を控除することは無い。」と回答している。 

また、Ａ社の元従業員は、「自身は昭和 52年２月に入社したが、入社時は国

民健康保険と国民年金に加入していた。厚生年金保険には 63 年から加入し

た。」としているところ、同人の厚生年金保険の資格取得日は、同社が厚生年

金保険の適用事業所となった昭和 59 年５月１日から４年５か月後の 63 年 10

月１日となっていることが確認できることから、同社では、申立期間当時、本

人が厚生年金保険に加入することを希望しない等の理由により、長期間にわた

り厚生年金保険に加入しない従業員がいたことがうかがえる。 



さらに、申立人の年金記録を見ると、申立人は、申立期間において国民年金

に加入しており、そのうち平成３年４月から６年４月までの期間は、保険料の

申請免除を受けていることが確認できる。 

加えて、申立人のＦ健康保険組合における資格取得日の記録は、厚生年金保

険のオンライン記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社Ｃ支店）における

資格取得日に係る記録を昭和 44年２月 24日に、資格喪失日に係る記録を同年

６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 26年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 44年２月 24日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 44年２月 24日から同年６月１日まで、Ａ社で臨時社員として

勤務し、Ｄ業務を担当した。私と同じ臨時社員で職種も同じであった同僚二

人には厚生年金保険の加入記録があるのに、私には加入記録が無い。納得が

いかないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の最終勤務局であるＢ社Ｅ支店から提出された人事記録から、申立人

が申立期間にＡ社において臨時社員として勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社Ｅ支店は、「申立人は、人事記録から申立期間において臨時社員

であったことが確認できるので、厚生年金保険に加入させ、保険料も控除して

いたと思う。」旨回答している。 

さらに、申立人が、Ａ社で申立期間当時に臨時社員として勤務していたとす

る同僚二人については、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て被保険者記録が確認でき、当該同僚二人は、「Ａ社における厚生年金保険被

保険者期間は、臨時社員として勤務していた期間と一致する。」と陳述してい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社Ｅ支店が保管する申立人の

人事記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、上記の被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番が

無いことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考

えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出され

た場合には、その後、被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととなる

が、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え

難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われて

おらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年２月から同年

５月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年５月１日から 28年 11月１日まで 

                          ② 昭和 29年９月１日から 30年４月１日まで 

             ③ 昭和 31年２月１日から 34年１月１日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社、

Ｂ社及びＣ社で勤務した申立期間（それぞれ申立期間①、②及び③）につい

ては、脱退手当金が支給されたことになっている。 

申立期間当時、脱退手当金という制度そのものを知らなかったし、脱退手

当金は請求も受給もしていないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約７か月後の昭和34年７月21日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

しかし、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の間にあるＤ社にお

ける被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず未請求となって

おり、申立人が、４回の被保険者期間のうち、申立期間の間にある被保険者期

間を失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間は

同一の被保険者記号番号で管理されているにもかかわらず、支給されていない

期間が存在することは事務処理上不自然である。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の生

年月日が「昭和７年＊月＊日」と誤って記載されており、脱退手当金の裁定が

あれば訂正されると考えられるが、訂正されていない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金  事案 9888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 25 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 10日 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、平成 16 年 12

月に支給された賞与について記録が無いとの回答をもらった。賞与支払の

事実が確認できるＡ社の賞与明細書を提出するので、賞与から保険料を控

除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＡ社から提出された平成 16年 12月支給の賞与明細書（写し）に

より、申立人は、25 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所は、申立人に係る平成 16 年 12月 10 日の標準賞与額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 9889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 36

年３月 21 日、資格喪失日は 39 年８月 16 日であると認められることから、申

立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年３月から同年９月ま

では 6,000円、同年 10月は 7,000円、同年 11月から 37年９月までは１万円、

同年 10月から 38年９月までは１万 2,000円、同年 10月から 39年７月までは

１万 4,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 21日から 39年８月 16日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社Ｂ支店に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。申立期間

は同社に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と生

年月日及び旧姓名の氏名が一致する者が、昭和 36年３月 21日に同社において

被保険者資格を取得しているものの、資格喪失日は空欄であることが確認でき

る。また、同社に係るオンライン記録によると、申立人と生年月日及び旧姓名

と氏名が一致する者が、同日に被保険者資格を取得しているものの、被保険者

資格の喪失日の記録は無い上、当該記録は基礎年金番号に統合されていないこ

とが確認できる。 

一方、申立人は、｢中学校を卒業して集団就職により、Ａ社に就職した。Ｃ

県内のＤ港からフェリーに乗ってＥ港に着き、そこからバスに乗って職場に着

いた。申立期間当時、私と同姓同名で生まれ年が同じ同僚がいた記憶はない。

私が会社を辞めたのは、お盆休みの昭和 39年８月 16日に姉のところへ遊びに



行き、職場に戻るのが嫌になっていたので、そのまま無断で退職した。会社に

残していた荷物は、同僚が会社に頼んでくれたので同年 11 月頃に会社から送

ってくれたのを覚えている。｣と具体的に陳述していること、及び上記被保険

者名簿において、一旦、記録された昭和 39年 10月に係る定時決定の記録が二

重線で消されていることから判断すると、申立人はＡ社Ｂ支店に 36年３月 21

日から 39年８月 15日まで勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、上記未統合の記録は、申立人の厚生年金保険

被保険者記録であると認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生

年金保険被保険者の資格取得日は昭和 36 年３月 21 日、資格喪失日は 39 年８

月 16日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合となっている申立人

の被保険者記録から、昭和 36 年３月から同年９月までは 6,000 円、同年 10

月は 7,000円、同年 11月から 37年９月までは１万円、同年 10月から 38年９

月までは１万 2,000円、同年 10月から 39年７月までは１万 4,000円とするこ

とが妥当である。 



大阪厚生年金  事案 9890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 41 年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年４月 21日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間については、Ａ社本社から同社Ｂ支店に転勤した時期であり、同

社に継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間について、厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社提出の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間

も同社に継続して勤務し(昭和 41 年４月 21日にＡ社本社から同社Ｂ支店に異

動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 41 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格取得届の記載に誤りがあったと思われると陳

述していることから、事業主が申立人の資格取得日を昭和 41 年５月１日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 9891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格

喪失日に係る記録を昭和 61年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

38万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月 30日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について年金事務所に照会したところ、申立期

間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間当時は、勤務場所も勤務

内容も変わらず、所属がＡ社からＣ社に転籍となった時であり、申立期間

も継続して勤務しており、保険料を控除されていたのは間違いないので、

申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する給与明細書、Ｂ社の回答及び雇用保険の記録から判断する

と、申立人は申立期間も継続してＡ社の関連会社に勤務し（昭和 61年 12月１

日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる

保険料控除額から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届において事務過誤があったと

思われるとしていることから、事業主が昭和 61 年 11月 30 日を資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 11 月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 9892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成６年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年９月 30日から同年 10月１日まで 

   年金事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社に勤

務していた申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

   申立期間は、平成６年 10 月１日付けで同社から関連会社のＢ社に異動し

た時期であり、継続して勤務していたのは間違いなく、Ａ社から当時の厚生

年金保険料の控除が確認できる給与明細書も提出するので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与明細書（控え）、雇用保険の記録及び元事務担当者の陳述か

ら判断すると、申立人が申立期間も継続して同社の関連会社に勤務し（平成６

年 10月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が提出した平成６年９月分

の給与明細書（控え）から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主及び元事務担当者は、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失届に記載した被保険者資格喪失日を誤って平成６年９月 30 日として届け

出たと回答していることから、事業主は同日を被保険者資格の喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年９月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず(社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。)、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9893 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、平成２年 10 月１日から３年７月１日までの

期間の標準報酬月額が 20万円である旨の回答があった。 

Ａ社においては、入社時から退職するまで給与額が下がった記憶はなく、

同社倒産時には、提携会社にこれまでと同じ給与額の条件で再就職した。 

申立期間の標準報酬月額に疑義があるので再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、26

万円と記録されていたところ、申立人が被保険者資格を喪失した日（平成３年

７月１日）より４か月後で、かつ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなく

なった日（平成３年 11月１日）より後の平成３年 11月 21日付けで、遡及し

て 16万円に引き下げられ、更に、同年 12月 25日付けで、再度 20万円へと訂

正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の同僚の記録を調査すると、申立人以外にも申立期間当時の被保

険者 56人のうち、43人が、申立人と同様に、標準報酬月額を遡及訂正されて

いることが確認できる。 

さらに、Ａ社の元事業主の陳述及び商業登記の記録からは、申立人は同社の

役員ではなく、係る遡及訂正について知り得る立場にはなかったことが確認で

きる上、申立人は、申立期間にかかる標準報酬月額の減額訂正について、会社

から説明を受けたことはなく、厚生年金保険料の還付も受けていないと陳述し

ている。 



これらを含めて総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理

を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、26 万円に訂正

することが必要と認められる。



大阪厚生年金 事案 9894 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年１月１日から６年 10 月１日までの期間について

は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、４年１月か

ら５年９月までは 47 万円、同年 10月から６年９月までは 50万円であったと

認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を訂正することが必

要である。 

また、申立期間のうち、平成６年 10月１日から 10年３月１日までの期間に

係る標準報酬月額の記録については、６年 10 月から８年９月までは 44 万円、

同年 10月から 10年２月までは 41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の平成６年 10月から 10年２月までの期間に係る上

記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から 10年３月１日まで 

    「ねんきん定期便」で厚生年金保険の記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与額に見合う標

準報酬月額と大幅に相違していた。給与明細書を提出するので、申立期間に

ついて正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成４年１月１日から６年 10 月１日までの期間に係る申

立人の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、４年１月から５年９

月までの期間は 47万円、同年 10月から６年９月までの期間は 50万円と記録

されていたところ、５年 11月 24日付けの処理により、４年１月１日に遡って

８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人提出の給料明細書によると、これらの期間においても、申立

人主張の標準報酬月額にほぼ相当する厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていることが確認できる。 



また、事業主及び監査役についても、申立人と同様に、平成５年 11 月 24

日付けで、４年１月１日に遡って減額訂正処理が行われていることが確認でき

るところ、Ａ社に係る不納欠損決議書及び経過一覧表によると、同社は、申立

期間を含め、長期にわたって厚生年金保険料等を滞納し、14年３月 15日に不

納欠損処分となっていることが確認でき、上記監査役は、「事業主から指示を

受け、申立人の標準報酬月額を遡って引き下げる手続を行った。」と回答して

いる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間において同

社の取締役であったことが確認できるものの、申立期間以降に同社の取締役と

なった同僚は、「申立人は、作業現場で勤務する名目上の取締役であり、経営

及び社会保険事務に関与することはなかった。Ａ社では、経営業務は全て事業

主が行い、社会保険事務は監査役が担当していた。」と陳述しており、申立人

を含む歴代の取締役５人は、いずれも取締役就任期間中も雇用保険の記録が確

認できる上、上記経過一覧表における社会保険事務所との対応者は事業主とな

っている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の標準報酬月額に係る記録を遡って訂

正する合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額に係る記録から、申立期間の

うち、平成４年１月から５年９月までの期間は 47万円、同年 10月から６年９

月までの期間は 50万円に訂正することが必要である。 

なお、平成６年 10 月１日以降の期間については、申立人の標準報酬月額が

遡って引き下げられた記録は無く、社会保険事務所の処理が不合理であったと

までは言えない。 

一方、申立期間のうち、平成６年 10月１日から 10年３月１日までの期間に

ついて、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月

額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人提出の給料明

細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額から、平成６年 10 月から

８年９月までは 44万円、同年 10月から 10年２月までは 41万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、Ａ社は、商業登記上は現存しているものの、事業の実態が無い

とみられ、事業主との連絡も取れない状態であるが、給料明細書で確認できる



報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所の記録が

長期にわたり一致していないことから、当該期間について、事業主は、給料明

細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出てお

らず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9895 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 44 年４月 28 日に、資格喪失日に係る記録を 45 年２月８日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月 28日から 45年２月８日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に確認したところ、Ａ社に勤務し

ていた期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は間違いなく

同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の入社時期について、「前職であるＢ社勤務期間中に、同郷

の知人からＡ社を紹介され入社が内定し、昭和 44年４月 26日（土曜日）にＢ

社を退社し、翌日、同社の社員寮を引き払い、Ａ社の社員寮に入居、週明けの

同年４月 28日（月曜日）から勤務を開始した。」と具体的かつ詳細に陳述して

いる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時に

記録のある 21人のうち、所在の判明した 12人に照会し、５人から回答を得ら

れたところ、そのうちの１人で経理担当であった同僚は、「申立人は昭和 44

年４月下旬には入社していた。当時、Ａ社においては、祝日等は休日ではなか

ったため、ゴールデンウィーク及びメーデー等にかかわりなくフル操業してい

た。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社の退社時期について、申立人は、「Ａ社の同僚の紹介により、

Ｃ社に転職した。同社の初出勤日は、同社での厚生年金保険の資格取得日であ

る昭和 45 年２月９日（月曜日）であったと記憶しているので、前職であるＡ

社の退職日は、社員寮に入居していたこともあり、その前週の土曜日であった



と思う。」旨を具体的かつ詳細に陳述している。 

加えて、Ｃ社における健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当

時に記録のある 22人のうち、所在の判明した 12人に照会し、４人から回答を

得られたところ、そのうちの１人は、「申立人の転職時期に係る詳細な記憶は

ないが、事業主は法令遵守に厳格な人柄であり、自身は、入社後直ちに厚生年

金保険に加入させる旨を事業主から告げられ、厚生年金保険に加入したことを

勘案すると、申立人のＣ社における資格取得日が昭和 45 年２月９日であるな

らば、Ａ社の退社日はその直前の日ではないか。」と陳述している。 

以上のことから、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたことが

認められる。 

また、申立人は、「Ａ社においては、Ｄ業務を担当する正社員であった。」と

しているところ、複数の同職種の同僚は、「Ａ社には、パート及びアルバイト

は少ししかおらず、ほとんどが正社員で、厚生年金保険に加入していたように

思う。特に社員寮に入居していた社員は、正社員であった。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社の複数の事務担当者は、「申立人に係る資格の得喪及び保険料

控除に係る記憶はないが、当社の内部規定によると、正社員は入社後直ちに厚

生年金保険に加入させていた。申立人も正社員として勤務していたことから、

入社後直ちに厚生年金保険に加入させた上で、保険料を控除していたものと考

えられる。」旨陳述している。 

加えて、申立人及び複数の同僚は、Ａ社の従業員数は 15 人程度であったと

しているところ、同社に係る前述の被保険者名簿によると、申立期間当時（昭

和 44 年 10 月１日時点）の被保険者数は 16 人であったことが確認でき、申立

期間当時、同社においては、ほぼ全ての従業員を厚生年金保険に加入させてい

たものと考えられる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同職種で同年代の同僚

のオンライン記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は死亡しており回答を得られないため不明であるものの、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後、被保険者報

酬月額算定基礎届及び被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととな

るが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しな

いとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年

４月から 45 年１月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



大阪厚生年金 事案 9896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 15 年７月 15

日、同年 12月 15日、16年 12月 16日及び 17年７月 20日は 10万円、同年 12

月 15日は９万 8,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 15日 

             ② 平成 15年 12月 15日 

             ③ 平成 16年 12月 16日 

             ④ 平成 17年７月 20日 

             ⑤ 平成 17年 12月 15日 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務期間中の平成 15年７月 15日（申

立期間①）、同年 12 月 15 日（申立期間②）、16 年 12 月 16 日（申立期間

③）、17年７月 20日（申立期間④）及び同年 12月 15日（申立期間⑤）に

支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無い。 

当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間に係る標準

賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与

額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる厚生年金保険料控除額及び申立人の賞与額の

それぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が提出した金融機関発行の申立人に係る｢お通帳未記帳取引明細｣の

写し及び預金通帳の写しから、申立期間と同日に「賞与」の振込記録が確認で



きる上、申立人と同年代かつ同職種の同僚が所持する賞与支給明細書において、

申立期間と同日に賞与が支給され、当該賞与支給額に見合う標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、申立人に係る｢お通帳未記帳取引明細｣の写し及び申立人の預金通帳の

写しにおいて確認できる申立期間の振込額について、上記同僚の賞与支給明細

書を参考に検証した結果から判断すると、申立人は、申立期間①、②、③及び

④について、10 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を、申立期間⑤に

ついて、９万 8,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料をそれぞれ事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、平成 21 年７月７日に適用事業所ではなくなっており、事業主に照会した

ものの、回答が得られず不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 16年４月 29日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年４月 29日から同年５月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成 16 年

４月 29 日から同年５月１日までの期間が厚生年金保険の未加入期間とされ

ているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の在籍証明書及び申立人提出の給与明細書から、申立人は、申立期

間において同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書におい

て確認できる保険料控除額及び申立人のＡ社における平成 16 年５月の社会保

険事務所（当時）の記録から 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、事務処理過誤により申立人の資格取得日を平成 16 年５月１日と届け出

たとしている上、事業主が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書における資格取得日は、オンライン記録どおりの同

年５月１日となっていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9898 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額に係る記録については、申立期間のうち、平成 15 年

６月、同年 11 月、同年 12 月、16 年２月、同年４月、同年 10 月、同年 12 月

及び 17 年２月は 34 万円、同年４月及び同年６月は 36 万円、同年７月は 34

万円、18年９月から同年 12月までの期間及び 19年２月は 32万円、同年４月

は 34万円、同年６月は 32万円、同年７月は 34万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間に支給された賞与において、平成 15 年 12 月 25

日及び 16年７月 25日は 40万 9,000円、同年 12月 25日及び 17 年７月 25日

は 39 万 9,000 円、18 年７月 25 日は 42 万 5,000 円、同年 12 月 25 日は 42 万

7,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11年８月５日から 19年 10月１日まで 

             ② 平成 15年 12月 25日 

             ③ 平成 16年７月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 25日 

             ⑤ 平成 17年７月 25日 

             ⑥ 平成 18年７月 25日 

             ⑦ 平成 18年 12月 25日  

   厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも低く記録



されており、また、平成 15 年 12 月 25 日、16 年７月 25 日、同年 12 月 25

日、17年７月 25日、18年７月 25日及び同年 12月 25日の標準賞与額の記

録が無いとの回答を受けた。厚生年金保険料の控除額が記載された申立期間

の給料支払明細書及び賞与支払明細書を提出するので、申立期間について、

本来の標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申

し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料支払明細

書において確認できる給与支給額から、申立期間のうち、平成 15 年６月、同

年 11月、同年 12月、16年２月、同年４月、同年 10月、同年 12月及び 17年

２月は 34万円、同年４月及び同年６月は 36万円、同年７月は 34万円、18年

９月から同年 12月までの期間及び 19年２月は 32万円、同年４月は 34万円、

同年６月は 32万円、同年７月は 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、元事業主に照会を行ったが、回答

が得られないため確認できないが、給料支払明細書において確認できる保険料

控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報酬月額が長期

にわたり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 11年８月、同年 11月、12年１月、同年２月、

同年４月、同年５月、同年７月から 13 年４月までの期間、同年６月から 15

年５月までの期間、同年７月から同年 10月までの期間、16年１月、同年５月

から同年９月までの期間、同年 11月、17年１月、同年３月、同年５月、同年

８月から 18年８月までの期間、19年１月、同年３月、同年５月、同年８月及

び同年９月については、申立人提出の給料支払明細書において確認できる保険

料控除額及び給与支給額のそれぞれに基づく標準報酬月額のいずれか低い方

の額は、オンライン記録における標準報酬月額と一致するか、又はこれよりも

低く記録されていることから、特例法による保険給付の対象とならないため、



あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成 11年９月、同年 10月、同年 12月、12年３月、

同年６月、13年５月及び 16年３月については、給料支払明細書の提出は無い

ほか、Ａ社の元事業主から回答が得られないため、申立人の当該期間における

保険料控除の状況を確認できないことから、当該期間について、申立人がその

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

申立期間②、③、④、⑤、⑥及び⑦について、申立人は、申立期間における

標準賞与額の訂正について申し立てているが、特例法に基づき、標準賞与額を

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人提出の賞与支払明細書

において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 25 日及び 16 年７月

25日は 40万 9,000円、同年 12月 25日及び 17年７月 25日は 39万 9,000円、

18年 12月 25日は 42万 7,000円とし、また、申立人提出の賞与支払明細書に

おいて確認できる賞与支給額から、同年７月 25日は 42万 5,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

のとおり、元事業主から保険料納付の状況を確認できず、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 

 



大阪厚生年金 事案 9899～9909 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人のＡ社における標準賞与額に係る記録を、《申立期間》（別添一覧表参照）

は《標準賞与額》（別添一覧表参照）に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

       生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： （別添一覧表参照） 

    申立期間に支給された賞与が社会保険事務所（当時）に未届けとなってい

るが、Ａ社保管の賃金台帳によると、賞与額に見合った保険料が控除されて

いる。 

申立期間の標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与

額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基

づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、Ａ社提出の賃金台帳の保険

料控除額から、《申立期間》（別添一覧表参照）は《標準賞与額》（別添一覧表

参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後（平成 22

年８月 25 日）に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを認め

ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る《申立期間》（別添一覧表

参照）の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



申立期間 標準賞与額

9899 男 昭和23年生 平成17年６月22日 40万円

9900 男 昭和34年生 平成17年６月22日 40万円

平成19年７月19日 43万円

9901 男 昭和38年生 平成17年６月22日 29万3,000円

平成19年７月19日 31万6,000円

9902 男 昭和40年生 平成17年６月22日 29万3,000円

平成19年７月19日 34万6,000円

9903 女 昭和25年生 平成17年６月22日 27万3,000円

平成19年７月19日 28万8,000円

9904 男 昭和42年生 平成17年６月22日 29万3,000円

平成19年７月19日 40万円

9905 男 昭和45年生 平成17年６月22日 23万4,000円

9906 男 昭和44年生 平成17年６月22日 29万3,000円

9907 男 昭和44年生 平成17年６月22日 23万4,000円

平成19年７月19日 25万1,000円

9908 女 昭和28年生 平成17年６月22日 18万6,000円

平成19年７月19日 18万9,000円

9909 男 昭和57年生 平成17年６月22日 14万7,000円

平成19年７月19日 19万6,000円

別添

番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住　　　　　　　　　　所



大阪厚生年金 事案 9910～9925 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、平成 18年 12月 15日に支給された賞与において、その主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における同年 12

月 15 日の標準賞与額に係る記録を、《標準賞与額》（別添一覧表参照）に訂正

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

       生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年 12月 15日 

申立期間に支給された賞与が社会保険事務所（当時）に誤って届け出ら

れたため、標準賞与額が賞与支給額より低く記録されているが、Ｂ社が保

管している賃金台帳兼所得税源泉徴収簿によると、賞与支給額に見合った

厚生年金保険料が控除されている。 

申立期間について、賞与支給額から控除された保険料に見合う標準賞与

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の平成 18 年分賃金台帳兼所得税源泉徴収簿により、申立人は、同

年 12月 15日に支給された賞与において、その主張する標準賞与額（《標準賞

与額》（別添一覧表参照））に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る「健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届」を社会保

険事務所に誤って提出したことを認めていることから、事業主は、上記の賃金

台帳兼所得税源泉徴収簿において確認できる保険料控除額に見合う標準賞与

額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 18 年

12 月 15 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



標準賞与額

9910 女 昭和23年生 33万5,000円

9911 女 昭和33年生 25万5,000円

9912 男 昭和16年生 ９万円

9913 男 昭和15年生 40万円

9914 男 昭和17年生 40万円

9915 男 昭和47年生 25万円

9916 男 昭和54年生 13万6,000円

9917 男 昭和57年生 12万2,000円

9918 男 昭和55年生 16万9,000円

9919 男 昭和46年生 12万5,000円

9920 男 昭和43年生 19万1,000円

9921 男 昭和51年生 14万5,000円

9922 男 昭和47年生 14万6,000円

9923 男 昭和56年生 ５万4,000円

9924 男 昭和57年生 ６万4,000円

9925 男 昭和50年生 ５万5,000円

別添

番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所



大阪国民年金 事案 5378 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16 年４月の国民年金保険料については、納付されていたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年４月 

平成 16 年４月にＡ社に入社し、その月のうちに退職したが、同社が同年

４月の厚生年金保険料を支払うと言っていたので、同年４月の国民年金保険

料を納付する必要はないと思い、同年５月から国民年金保険料を納付した。 

平成 18 年７月６日に社会保険事務所(当時)が、私の国民年金保険料につ

いて「未納期間はありません。」と確認しているにもかかわらず、ねんきん

定期便では平成 16 年４月が未納とされていることに納得できないので、納

付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人は、平成 16年４月 13日にＡ社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得し、同年４月 28日に資格を喪失している。 

また、申立人は、社会保険事務所が申立人の年金加入期間を照会した申立人

の父親に対し、申立期間を含む平成４年 11 月から 17年 10月までの国民年金

加入期間について、申立期間を「厚生年金保険期間として計算」するとした上

で、「年金未納期間はありません。」と回答したため、申立期間の国民年金保険

料を納付しなかったにもかかわらず、未納とされていることに納得できないと

主張している。 

一方、国民年金法第 11条の２においては、「同一の月において、二回以上に

わたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者

であった月とみなす。」とされていることから、申立人の場合、平成 16年４月

は、上記の厚生年金保険被保険者期間に算入されると同時に、国民年金保険料

の納付義務も発生する。 

しかし、オンライン記録を見ると、申立人に係る平成 16 年４月の国民年金



保険料については、同年８月３日に最初の納付勧奨（督励）が行われたこと、

及び申立人が同年４月の保険料の督励を拒否していることが記録されている。 

また、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の期間

であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られて

いた状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかった可能性

は低いものと考えられる。 

さらに、平成 14 年４月以降に国民年金保険料収納事務が国に一元化されて

以後は、保険料収納機関での収納事務及び社会保険庁(当時)への書類等の送付

は、光学化・機械化等により記録管理の強化が図られため、保険料収納後の事

務的過誤の可能性は少なくなったものと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



                      

  

大阪国民年金 事案 5379 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年３月から 51年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月から 51年５月まで 

    私が最初に勤めた会社には、厚生年金保険がなかったので、母に勧められ

て国民年金に加入した。加入手続及び国民年金保険料の納付は母が行った。 

    昭和 51 年６月に転職し、厚生年金保険の手続の時に、それまでかけてい

た国民年金の手帳を提出したところ、別の年金手帳に、厚生年金保険の記号

番号と国民年金の記号番号が一緒に記載されて戻って来た。現在、年金手帳

の、国民年金の「はじめて被保険者となった日」は「昭和 57年１月 25日」

と記載されているが、会社から戻ってきたときには日付は記載されていなか

ったように思う。また、国民年金の記号番号の横には「Ａ」と押印されてい

るが、会社を辞めた時に、はじめて国民年金に加入したのなら、加入手続を

したＣ市の印になるはずである。これは、会社が厚生年金保険の手続の時に、

Ｃ市を管轄しているＡ社会保険事務所（当時）に、国民年金の喪失手続に行

ってくれたのだと思う。 

    必ず納めているので、申立期間の記録が未加入期間とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、昭和 51 年６月

に厚生年金保険に加入するまで、母親が国民年金保険料を納めていたと申し立

てている。 

   そこで、申立人の国民年金の資格について、オンライン記録を見ると、昭和

57 年１月に国民年金の被保険者資格を取得するまで国民年金に加入した形跡

が無く、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付する

ことはできない。 



                      

  

   また、申立人の国民年金の加入手続時期については、申立人の前後に国民年

金手帳記号番号が払い出されている被保険者の資格取得記録から、申立人は厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した後の昭和 57 年４月頃に加入手続を行っ

たと推定できる。 

さらに、申立人は昭和 51年６月から勤めた会社で厚生年金保険に加入する

際、それまで所持していた国民年金手帳を提出したところ、別の年金手帳に同

年６月からの厚生年金保険の記号番号と国民年金の記号番号が記載されて戻

って来たと陳述しているが、仮に、申立人が、最初に交付を受けた申立期間に

かかる国民年金手帳を会社に提出して年金記録を統合する場合に、申立人に対

して新たに国民年金手帳記号番号が払い出されるとは考え難い。 

加えて、申立人は、現在所持する年金手帳の国民年金の記号番号の横に「Ａ」

と押印されていることについて、昭和 51 年６月から勤めた会社を辞めてはじ

めて国民年金に加入したのであれば、加入手続を行ったＣ市役所の印が押され

るはずであると申し立てている。この件を、Ｄ年金事務所及びＣ市に照会した

が、詳細は確認できなかった。しかし、申立人は、上記会社を退職した際に年

金手帳を近所の知人に預けて加入手続を行ったと陳述しており、この際の加入

手続には直接関与しておらず、その知人は転居し現在連絡が取れないことから

当時の事情は不明である上、「Ａ」と押印されていることをもって、申立期間

の国民年金保険料を納付したことをうかがうことはできない。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号

検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年１月から７年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から７年３月まで 

    平成４年１月頃、Ａ市役所に勤めていた兄の友人が、２度にわたって自宅

を訪ね国民年金の加入を勧めてくれた。加入手続及びその時期についてはよ

く覚えていないが、当時発行された年金手帳を現在も所持している。 

    手続をした当時は学生だったが、母に国民年金保険料を立て替えてもらっ

て、平成４年１月頃から保険料を納付しているはずである。 

    必ず納めているので、申立期間が未納の記録とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その兄の友人から国民年金の加入を勧められ、平成４年１月頃か

ら国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期について、Ａ市の国民年金手帳記

号番号払出簿を見ると、平成７年８月に申立人の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことが確認でき、この時点において、申立期間のうち、４年１月から

５年６月までの国民年金保険料は、時効により制度上納付することはできない。

また、申立期間のうち、同年７月から７年３月までの保険料は過年度納付が可

能であるが、申立人及びその母親は遡った期間の保険料を納付したことはない

と陳述している。 

また、申立人は、現在所持している年金手帳が平成４年１月頃に国民年金に

加入した際に受け取った年金手帳であると陳述しているところ、その年金手帳

に記載されている国民年金の記号番号は平成７年８月にＡ市で払い出された

記号番号と同一であることが確認でき、平成４年１月頃に国民年金に加入した

とする申立内容と符合しない。 



                      

  

さらに、申立人のオンライン記録から、平成８年６月に過年度納付書が発行

されていることが確認でき、発行された時期及び納付記録から、申立期間のう

ち、時効にかからない６年６月から７年３月までの納付書であると考えられる

が、申立人及びその母親は過去の保険料の納付書が届いた記憶はないと陳述し

ている。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

が、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5381 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 43年３月まで 

私は、昭和 41 年４月にＡ社を退社した後すぐにＢ市役所で国民年金の加

入手続を行った。当時、私はＢ市に居住しており、Ｃ市でＤ店を営業してい

たので、申立期間の国民年金保険料は、毎日店に来ていたＥ銀行（当時）Ｆ

支店又は同行Ｃ支店の行員に納付期限までに１か月分ずつ納付し、その場で

領収書を受領していたと記憶していた。 

しかし、申し立てた後に、私の国民年金の加入手続がＧ区で行われている

ことを知った。申立期間当時、私は同区には居住しておらず、母が居住して

いたこと、また、私がＨ社に勤務していた期間に、母が私の国民年金保険料

の払戻し（還付）を受けた話をしていたことを思い出したことから、母が、

同区で私の国民年金の加入手続を行った後、保険料を納付していたと思う。

私の母はきちょうめんな性格なので、申立期間の保険料を未納のまま放置し

ておくことはあり得ない。申立期間の保険料は加入手続時点で母が納付して

いるはずである。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続の時期及び場所について、国民年金手

帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 43 年６月

にＧ区で払い出されていることが確認でき、申立期間の国民年金保険料は過年

度納付が可能であるところ、申立人は、当時Ｂ市に居住していたことから、申

立人の母親が国民年金の加入手続をＧ区で行ったはずであると陳述しており、



                      

  

国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与していない上、そ

れらを行ったとする申立人の母親は既に死亡しており、当時の具体的な事情は

不明である。 

また、申立人の妻の国民年金の加入手続時期及び国民年金保険料の納付状況

について、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の妻の国民年金手帳

記号番号は申立人と連番で昭和 43 年６月に払い出されていることが確認でき

るが、申立期間の保険料は未納とされていることが特殊台帳及びＢ市の国民年

金被保険者名簿から確認できる。なお、申立人の妻は自身の未納期間に関して、

申立人の母親が納付していたはずであると述べているが、その母親から納付し

たと聞いた覚えはないとも陳述している。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、オンライ

ン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより、各種の氏名検索

を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号の払出しが行われた形跡は見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から平成４年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成４年４月まで 

 私は、昭和 61年３月に大学を退学し、家業のＡ店を本格的に手伝うよう

になったため、Ｂ区に転居した後の 62年５月又は同年６月頃、母がＢ区役

所に出向き、私の国民年金の加入手続を行った。 

加入手続を行った際、窓口担当者から、私の過去２年あるいは３年分の未

納期間の納付書を２枚から３枚に分けて発行してもらい、時期は覚えていな

いが、母が金融機関において２回から３回に分けて保険料を納付した。 

加入手続を行った以降も、母は、金融機関において私と両親の３人分の国

民年金保険料を納付していたので、申立期間が未納とされていることは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年５月又は同年６月に、申立人の母親がＢ区役所で国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を金融機関で納付したと申

し立てているところ、オンライン記録を見ると、申立人の国民年金手帳記号番

号は、前後の手帳記号番号の記録から、平成６年６月頃に払い出されており、

この手帳記号番号の払出時点において、申立期間の保険料は既に時効の成立に

より、制度上納付することができない。 

   そこで、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国

民年金手帳記号番号の払出しが必要であるものの、Ｃ社会保険事務所（当時）

が行った国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる氏名検索の結果を

みても、申立人に別の手帳記号番号が払い出された事実はないほか、オンライ

ン記録において、各種の氏名検索を行ったが、申立人に係る別の手帳記号番号

は見当たらない。 



                      

  

   一方、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を担っていた

申立人の母親は、「昭和 62年５月又は同年６月頃以外の時期に申立人の国民年

金の加入手続を行った記憶はない。」とも陳述しているところ、申立人が加入

手続を行ったことに伴い交付されたものであるとして提示した年金手帳を見

ると、「国民年金の記録(1)(2)」には「平成」の印字が認められる。 

   次に、申立人は、昭和 62 年に、申立人の母親が申立人の両親の同年１月か

ら同年 12月までの現年度保険料とともに、申立人の申立期間のうち、60年４

月から62年３月までの過年度保険料及び同年４月から同年12月までの現年度

保険料を納付したと申し立てている。 

   そこで、申立人の父親が所持する昭和 63 年度分市民税・県民税申告書の写

しの社会保険料控除欄を見ると、「国民年金 88,800円」と記載されているも

のの、その内訳は、62 年度の国民年金保険料を月単価で計算した 12か月一人

分の国民年金保険料のみとなっている。 

   また、申立人の父親が所持する平成２年度分から４年度分までの市民税・県

民税普通徴収税額変更通知書を見ると、社会保険料が計上されているものの、

その内訳は不明であり、当該社会保険料額に含まれる国民年金保険料を確認す

ることができない。 

   これらの資料について、申立人の父親は、「当時、医療費及び社会保険料控

除等を事業経費として位置付けており、諸般の事情から私たち夫婦及び申立人

の国民年金保険料を税額控除の対象にしていなかった。」旨を陳述しているこ

とからも、当該資料により、申立期間の国民年金保険料が納付された事情をう

かがうことはできなかった。 

   また、申立人の父親は、「平成４年頃から、申立人の国民年金保険料を事業

経費として算入するようになり、私たち夫婦及び申立人の３人分の国民年金保

険料を計上していた。」と陳述しているところ、同人が所持する「平成４年度

確定申告書決算書関係」と記されたプロッピーディスク中のファイルを見ると、

国民年金月別集計帳として、平成４年１月から同年 12 月まで「月 19,400 

9,700×２」、欄外に「232800」と記録されている。 

   この点、制度上、平成４年１月から同年３月までの一人分の１か月当たりの

国民年金保険料は 9,000円、同年４月から同年 12月までは 9,700円であるが、

上記記録は、同年１月から同年３月の保険料についても、9,700円として計上

されているものの、二人分の同年１月から同年 12月までの保険料（22万 8,000

円）とおおむね一致し、オンライン記録上の同年１月から同年 12 月までの保

険料が納付済みとなっているのは申立人の父母のみであることとも符合して

いることから、当該記録から、「平成４年から両親及び申立人の３人分の国民

年金保険料を計上していた。」とする上記陳述内容を確認することはできなか

った。 

   さらに、申立期間当時は、既に国民年金保険料収納事務の機械化等により、



                      

  

記録管理の強化が図られており、納付記録が欠落する可能性は極めて低く、申

立期間は連続した 85 か月に及んでおり、これほど長期間にわたり連続して国

民年金保険料の収納及び記録管理における事務過誤が繰り返されたとも考え

難い。 

   このほか、申立人が、申立期間当時の国民年金保険料の納付を行ったとする

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年６月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 52年３月まで 

    昭和 52 年３月頃に、私の妻が夫婦二人分の国民年金の加入手続をＡ市役

所で行い、その後、市役所の窓口で夫婦二人分の国民年金保険料を納めてく

れていた。領収書を受け取っていたが、現在は残っていない。納付が途切れ

て納付年数が足りないときは国民年金の支払いができない場合があるので、

分割でよいから納めた方がよいと言われたので、毎月市役所で納めていた。 

    しかし、申立期間について未納とされており納得できない。調査の上、記

録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人及びその妻の国民年金手帳記

号番号は昭和 52 年６月に連番で払い出されていることが確認できる上、申立

人及びその妻の手帳記号番号の前後に番号が払い出されている任意加入被保

険者に係る被保険者資格の取得日から、申立人及びその妻に係る国民年金への

加入手続が行われた時点は、同年５月頃と推認され、この時点では申立期間の

一部は時効により国民年金保険料を納付できない期間となる。 

また、上記の加入手続が行われたものと推認される時点において、申立期間

の一部は過年度納付が可能であるものの、申立人は申立期間の国民年金保険料

を申立人の妻がＡ市役所の窓口で納付したとしているところ、Ａ市によると、

市役所の窓口では過年度保険料の納付書は発行するが過年度保険料の収納は

行っていなかったとしており、同市における保険料納付の取扱いと一致してお

らず、ほかに当該期間について過年度納付が行われたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立人及びその妻に係る特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿



                      

  

の検認記録欄においても、申立期間に係る申立人及びその妻の納付記録は確認

できない上、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年７月から平成３年３月まで 

私が昭和 63年７月頃、母親が私に代わって国民年金への加入手続をＡ市

役所で行うとともに、私の保険料を平成元年３月までは現金で期限内に納付、

その後は、Ｂ銀行Ｃ支店の私の口座から振替で納付してきたので、申立期間

が未納扱いとされているのは納得できない。よく調べて記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が国民年金への加入手続を行った時点は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後に番号が払い出されている被保険者に

係る資格取得日及び事務処理日から、平成３年２月から同年５月頃までと推認

され、この時点においては、申立期間の一部は時効により国民年金保険料を納

付できない期間となる上、申立人が昭和 63 年７月頃に加入手続を行ったとす

る申立内容と一致しない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を期限内に現年度納付したとし

ているが、現年度納付を記録するＡ市の国民年金保険料収滞納一覧表によると、

申立期間の納付記録は確認できず、後続する平成３年４月からは保険料納付日

が全て確認でき、これらの記録に不自然さはうかがえない上、オンライン記録

の内容と一致している。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認し

たが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 



                      

  

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年５月から９年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年５月から９年１月まで 

私は、平成９年２月にＡ社に入社した時、国民健康保険に未加入であった

ため、Ａ社で社会保険に加入するため国民健康保険に遡及加入することにな

り、社長が遡及分の保険料を出してくれることになったが、結果的に転入者

扱いとなり遡及加入が不要となった。その際、Ｂ市役所で、国民年金は２年

間遡って国民年金保険料を納付することができると聞き、国民年金への加入

手続を行うとともに、国民健康保険料として社長からもらったお金に自分の

お金を足して、申立期間の約２年間分の保険料を一括で納付した。この記憶

に間違いはないので、納付の事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社入社後の平成９年２月頃に国民年金への加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を一括で納付したとしているが、申立人が所持する年

金手帳（平成９年２月 17 日交付、厚生年金保険被保険者記号番号を基礎年金

番号として同日付番）の「国民年金の記録（１）」欄によると、申立人は、11

年７月１日に強制加入被保険者として国民年金の資格を取得した旨記載され

ており、申立期間を含むそれ以前の被保険者資格期間についての記載が確認で

きない上、その内容はオンライン記録の内容と一致する。この場合、行政側は、

申立期間を未加入期間と認識していたものと推認され、制度上、保険料を遡っ

て納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な基礎年金番号制度

導入以前の国民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各

種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出

簿の内容を全て確認したが、申立人に対して手帳記号番号が払い出されたこと



                      

  

をうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立人は、約２年分の国民年金保険料を一括で過年度納付したのは

１回だけとしているところ、オンライン記録によると、平成 11年７月から 13

年３月までの申立期間と同じ21か月の保険料を同年５月30日に一括で過年度

納付した旨記録されていることが確認でき、上記のとおり、申立期間が未加入

期間と認識されていたものと推認され、制度上保険料を納付することができな

い期間であることを踏まえると、申立人が、当該期間の過年度納付を申立期間

の納付と錯誤している可能性も考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年２月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年２月まで 

学生が強制加入となった平成３年４月頃に、母親が私の国民年金への加入

手続を行い、国民年金保険料を納めてくれたということを卒業してから数年

後に母親から聞いた。 

加入手続及び国民年金保険料の納付を行った母親は既に亡くなっており

詳細は不明だが、母親はお金に関してはきっちりしていた上、弟の納付記録

についても学生時代の分から漏れは無いことが確認できているので、私の分

も間違いなく納めてくれていると思う。 

納付を証明する書類は何も残っていないが、よく調査の上、年金記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年４月頃にその母親が国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付したとしているが、基礎年金番号制度導入前に当た

る申立期間の保険料を納付するためには、申立期間当時に申立人に対して国民

年金手帳記号番号が払い出されている必要がある。このため、申立期間の国民

年金保険料を納付することが可能な手帳記号番号の払出しについて、オンライ

ン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手

帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、この場合、申立期間は未加

入期間となり、制度上、保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、申立期間に係る国民年金への加入手続及び国民年金保険料

の納付については申立人の母親に任せていたとし、申立人自身は直接関与して

いないため、申立期間に係るこれらの状況が不明である上、申立人の母親が申



                      

  

立期間に係る保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え

等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年７月から 49年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 49年６月まで 

私たち夫婦は、昭和 47 年６月の結婚に伴う転居を契機として、少なくと

も転居後２か月あるいは３か月のうちに国民年金の加入手続を行った。これ

については、当時、私の勤め先の事業所から、「年金は自分で掛けるように。」

と言われていたことも覚えている。 

加入後、夫婦のどちらかが、定期的に市の女性集金人に対し、夫婦二人分

の国民年金保険料を一緒に納付していた。申立期間当初の保険料額は、一人

分が１か月当たり 700円から 800円程度までだったが、申立期間の最後の方

は 900円程度になっていたと思う。また、保険料を納める都度、集金人から

領収書として小さな紙を受け取っていた記憶がある。 

当時の国民年金手帳及び領収書等、証拠となるものは何も無いが、加入以

降、未納無く国民年金保険料を納付していたことに間違いないので、調査の

上、現在、未納期間とされている申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦の国民年金への加入手続時期について調査したところ、国民年金

手帳記号番号払出簿から、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号が、昭和

49 年８月に連番で払い出されていることが確認できる上、オンライン記録か

ら、申立人夫婦の前後の番号に存在する任意加入被保険者の資格取得日が、い

ずれも同年６月中であることが確認できることから、申立人夫婦は、同年６月

から同年８月頃までに加入手続が行われたものと推認できる。この場合、47

年６月以降、少なくとも２か月あるいは３か月のうちに加入手続を行い、国民

年金保険料の納付を開始したとする申立内容とは一致しない。 

また、上記で推認される加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 49



                      

  

年３月以前の期間に係る国民年金保険料については過年度保険料となること

から、申立人夫婦が、現年度保険料の収納のみを取り扱っていたとするＡ市の

集金人に対して、当該期間の保険料を納付したとは考え難い。 

さらに、Ａ市は、国民年金保険料の収納方法として、納付書の使用（領収証

書の交付）を開始したのは、昭和 49年度以降であって、それ以前については、

国民年金手帳を用いた印紙検認方式を採っていたとしており、このことは、申

立期間を通じて集金人に保険料を納付し、その都度、領収証書を受け取ってい

たとする申立内容とは相違する。 

加えて、申立人夫婦は、国民年金に加入以降、遅滞なく国民年金保険料を納

付していたので未納期間が生じる余地は無く、過去の未納保険料を遡及納付し

たことはないとしている上、オンライン記録及び特殊台帳によると、夫婦共に

申立期間直後の昭和 49 年７月以降の保険料より現年度納付がなされている状

況が確認できることから、申立人夫婦は、同年６月から同年８月頃までに加入

手続を行い、当該加入手続以降に集金人に対して保険料の納付を開始したと考

えるのが自然である。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行う

とともに、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確

認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年７月から 49年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 49年６月まで 

私たち夫婦は、昭和 47 年６月の結婚に伴う転居を契機として、少なくと

も転居後２か月あるいは３か月のうちに国民年金の加入手続を行った。これ

については、当時、夫の勤め先の事業所から、「年金は自分で掛けるように。」

と言われていたことも覚えている。 

加入後、夫婦のどちらかが、定期的に市の女性集金人に対し、夫婦二人分

の国民年金保険料を一緒に納付していた。申立期間当初の保険料額は、一人

分が１か月当たり 700円から 800円程度までだったが、申立期間の最後の方

は 900円程度になっていたと思う。また、保険料を納める都度、集金人から

領収書として小さな紙を受け取っていた記憶がある。 

当時の国民年金手帳及び領収書等、証拠となるものは何も無いが、加入以

降、未納無く国民年金保険料を納付していたことに間違いないので、調査の

上、現在、未納期間とされている申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦の国民年金への加入手続時期について調査したところ、国民年

金手帳記号番号払出簿から、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号が、昭

和 49年８月に連番で払い出されていることが確認できる上、オンライン記録

から、申立人夫婦の前後の番号に存在する任意加入被保険者の資格取得日が、

いずれも同年６月中であることが確認できることから、申立人夫婦は、同年

６月から同年８月頃までに加入手続が行われたものと推認できる。この場合、

47 年６月以降、少なくとも２か月あるいは３か月のうちに加入手続を行い、

国民年金保険料の納付を開始したとする申立内容とは一致しない。 

また、上記で推認される加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 49



                      

  

年３月以前の期間に係る国民年金保険料については過年度保険料となること

から、申立人夫婦が、現年度保険料の収納のみを取り扱っていたとするＡ市

の集金人に対して、当該期間の保険料を納付したとは考え難い。 

さらに、Ａ市は、国民年金保険料の収納方法として、納付書の使用（領収証

書の交付）を開始したのは、昭和 49年度以降であって、それ以前については、

国民年金手帳を用いた印紙検認方式を採っていたとしており、このことは、

申立期間を通じて集金人に保険料を納付し、その都度、領収証書を受け取っ

ていたとする申立内容とは相違する。 

加えて、申立人夫婦は、国民年金に加入以降、遅滞なく国民年金保険料を納

付していたので未納期間が生じる余地は無く、過去の未納保険料を遡及納付

したことはないとしている上、オンライン記録及び特殊台帳によると、夫婦

共に申立期間直後の昭和 49年７月以降の保険料より現年度納付がなされてい

る状況が確認できることから、申立人夫婦は、同年６月から同年８月頃まで

に加入手続を行い、当該加入手続以降に集金人に対して保険料の納付を開始

したと考えるのが自然である。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

うとともに、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全

て確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 36 年４月に自宅に来た市役所の職員から国民年金の説明を受け、そ

の場で妻が夫婦の国民年金の加入手続を行った。その後は、妻が市役所の女

性集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付してくれていた。 

妻は、その父が元軍隊の高官であり、非常に厳格な家庭できっちりとした

性格に育っているので、間違いなく申立期間の国民年金保険料を納付してい

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金における強制加入被保険者の資格は、加入手続の時期及び国民年金

保険料の納付の有無にかかわらず、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月１

日現在において満 20 歳を超える者は、基本的に同年４月１日に取得するもの

とされている。 

   そこで、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、

昭和40年５月17日に連番で払い出されていることが国民年金手帳記号番号払

出簿により確認できる上、申立人の所持する夫婦の国民年金手帳の発行日とも

一致することから、この頃に夫婦一緒に加入手続が行われたものと推定され、

国民年金制度が発足した 36 年４月１日まで遡って国民年金の強制加入被保険

者の資格を取得していることが夫婦の特殊台帳及びオンライン記録並びに国

民年金手帳に記載された資格取得日により確認できる。この場合、加入手続が

行われた時点において、申立期間のうち、一部の期間は、制度上、時効により

国民年金保険料を納付することができない期間であるとともに、時効完成前の

納付が可能な期間の保険料については、加入手続前の過年度保険料であり、遡

って納付することになるが、申立人の妻は、「加入当時から集金人に保険料を



                      

  

きっちり納付してきたので、遡って保険料を納付したことはない。」と陳述し

ている上、夫婦のオンライン記録によると、その陳述のとおり、当該加入手続

が行われた時点において、集金人に納付が可能な現年度保険料である申立期間

直後の 40年４月以降、夫婦で厚生年金保険に加入する前月の 58年４月まで保

険料を完納している。 

また、申立人の妻が、申立内容のとおり、昭和 36 年４月に申立人夫婦に係

る国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を遅滞なく集金人に

現年度納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であると

ころ、国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認するとともに、オンライ

ン記録により各種の氏名検索を行ったが、申立人夫婦に対して別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人の

保険料を一緒に納付してくれていたとする申立人の妻も、申立期間における保

険料は同様に未納となっている。 

さらに、申立期間は４年間に及び、これほどの長期間にわたり、行政が国民

年金保険料の収納及び記録管理における事務処理を、夫婦同時に、かつ、連続

して誤ることは考え難い上、申立人の妻が申立期間の保険料について納付して

いたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 36 年４月に自宅に来た市役所の職員から国民年金の説明を受け、そ

の場で私が夫婦の国民年金の加入手続を行った。その後は、私が市役所の女

性集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。 

私は、父が元軍隊の高官であり、非常に厳格な家庭で育てられたので、私

の性格から間違いなく申立期間の国民年金保険料を納付している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金における強制加入被保険者の資格は、加入手続の時期及び国民年金

保険料の納付の有無にかかわらず、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月１

日現在において満 20 歳を超える者は、基本的に同年４月１日に取得するもの

とされている。 

   そこで、申立人夫婦に係る国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、

昭和40年５月17日に連番で払い出されていることが国民年金手帳記号番号払

出簿により確認できる上、申立人の所持する夫婦の国民年金手帳の発行日とも

一致することから、この頃に夫婦一緒に加入手続が行われたものと推定され、

国民年金制度が発足した 36 年４月１日まで遡って国民年金の強制加入被保険

者の資格を取得していることが夫婦の特殊台帳及びオンライン記録並びに国

民年金手帳に記載された資格取得日により確認できる。この場合、加入手続が

行われた時点において、申立期間のうち、一部の期間は、制度上、時効により

国民年金保険料を納付することができない期間であるとともに、時効完成前の

納付が可能な期間の保険料については、加入手続前の過年度保険料であり、遡

って納付することになるが、申立人は、「加入当時から集金人に保険料をきっ

ちり納付してきたので、遡って保険料を納付したことはない。」と陳述してい



                      

  

る上、夫婦のオンライン記録によると、その陳述のとおり、当該加入手続が行

われた時点において、集金人に納付が可能な現年度保険料である申立期間直後

の 40年４月以降、夫婦で厚生年金保険に加入する前月の 58年４月まで保険料

を完納している。 

また、申立人が、申立内容のとおり、昭和 36 年４月に申立人夫婦に係る国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を遅滞なく集金人に現年

度納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認するとともに、オンライン記録

により各種の氏名検索を行ったが、申立人夫婦に対して別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人が保険料

を一緒に納付していたとする申立人の夫も、申立期間における保険料は同様に

未納となっている。 

さらに、申立期間は４年間に及び、これほどの長期間にわたり、行政が国民

年金保険料の収納及び記録管理における事務処理を、夫婦同時に、かつ、連続

して誤ることは考え難い上、申立人が申立期間の保険料について納付していた

ことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年７月から 51年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 51年 12月まで 

    私は、国民年金制度が発足して以来、国民年金に加入し、夫が私の国民年

金保険料を納付してくれていた。 

    昭和 47 年７月に夫の転勤により、Ａ区に転居していた間は、夫又はＢ市

の夫の実家において義母が、私の国民年金保険料を納付してくれていたはず

である。 

    申立期間に納付記録が無いので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人については、その備考欄に、

Ｂ市からＡ区へ転出した記載とともに、昭和 47 年７月１日に国民年金の任意

加入被保険者の資格を喪失し、52年１月 18日に同資格を再取得したことが記

録されており、これらの資格喪失日及び資格再取得日は、申立人の特殊台帳及

びオンライン記録とも一致している。この場合、申立期間は、国民年金の任意

加入期間における未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付すること

ができない期間であるものと考えられる。 

   また、申立人の夫又は義母が、申立内容のとおり、申立期間の国民年金保険

料を納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるとこ

ろ、Ｂ市及びＡ区を管轄するそれぞれの社会保険事務所(当時)における国民年

金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認するとともに、オンライン記録により

各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人は、自身の国民年金

に関する諸手続及び保険料の納付に関与していないとしており、これらを行っ

てくれていたはずとする申立人の夫及び義母は既に亡くなっていることから、



                      

  

申立期間当時において申立人に係る被保険者資格の喪失等の届出又は処理が

行われた経緯及び具体的な納付状況は不明である。 

   さらに、申立期間は４年間以上に及び、これほどの長期間にわたり、納付記

録が連続して欠落することは考え難い上、申立人の夫又は義母が申立期間の国

民年金保険料について納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5392 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの期間、56年７月から 57年３月

までの期間及び 61 年４月から平成３年２月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

             ② 昭和 56年 7月から 57年３月まで 

                          ③ 昭和 61年４月から平成３年２月まで 

はっきりとは覚えていないが、国民年金制度が始まった昭和 36年に母が

国民年金の加入手続をしてくれたと思う。 

加入当初の国民年金保険料の納付については、母が毎月自宅に来ていた

集金人に、兄の保険料と一緒に納付してくれていたと思う。昭和 50年に母

が亡くなった後は、養母又は妻のどちらかが集金人に納めてくれていたは

ずである。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、申立人の母親が申立人の

兄の保険料と一緒に納付してくれていたはずであると申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、Ａ区において、昭和 36年６月 30日に申立人の兄と連番で払い出され

ており、この手帳記号番号の払出時期からみて、申立期間の国民年金保険料を

納付することは可能である。 

しかし、Ａ区保存の申立人の兄に係る国民年金被保険者名簿を見ると、備考

欄に昭和 36年４月から 37年３月までの期間、48年７月から 49年６月までの

期間及び同年 10月から 50年３月までの期間について、51年３月 26日付けで

納付書が発行されたことが明記されている上、昭和 36 年度について、当初は

未納とされていたものの、昭和 51 年３月に特例納付されたことが記録されて



                      

  

いる一方、申立人に係る被保険者名簿を見ると、納付記録欄に 48 年７月から

49 年６月までの期間及び同年 10 月から 50 年３月までの期間については、申

立人の兄に係る納付書発行日の３日前の51年３月23日付けで納付書が発行さ

れた記録はあるものの、申立期間①については、納付書発行の記録は無い上、

未納と記録されたままであり、特例納付の事跡は確認できない。 

また、申立人の兄の特殊台帳を見ると、申立期間②については当初申請免除

期間であったことが記録されており、申立人についても当該期間直後が申請免

除期間となっていることから考えると、当該期間において、既に国民年金保険

料の納付が困難な事情があった可能性を否定できない。 

さらに、オンライン記録を見ると、昭和 63 年７月７日付けで納付書が発行

された記録のあるところ、申立人は、申立期間③の国民年金保険料について、

申立人の養母又は妻のどちらかが集金人に納めてくれていたと主張するのみ

で、当該納付催告に応じて納付したことがうかがえる事情も認められない上、

当該期間は４年 11 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民年金保

険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え難い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種氏名検索を行ったほ

か、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、

申立人に別の年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情等は

見当たらない。 

このほか、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について関与してお

らず、保険料の納付を行ったとする申立人の母親、養母及び妻は既に他界して

いることから、申立期間の保険料の納付を行ったとする事情を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5393 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成３年３月まで 

    昭和 57 年頃、外国人も国民年金に加入できることを知り、Ａ区役所で、

夫婦二人分の加入手続をした。 

    手続後、夫婦二人分を納付していたが、金銭的に苦しいときは、夫婦二人

とも免除申請手続をしていた。 

    しかし、申立期間については、平成３年から５年頃までの間に、夫婦二人

分を一括で追納したはずであり、納付金額は夫婦二人分で、100万円ぐらい

だったと記憶している。 

    申立期間が申請免除期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、夫婦二人分を追納したとし

ているものの、オンライン記録を見ると、申立人の元夫についても、追納の事

跡は確認できない。 

   また、申立人は、申請免除期間は常に申立人の元夫と同一のはずであるとし

ているものの、元夫は、平成元年４月から３年３月までについては、申請免除

期間ではなく未納期間となっており、陳述の不自然さは否定できない上、申立

人は、夫婦二人分の追納保険料として 100万円ぐらいを納付したとしているも

のの、仮に、平成５年度に申立期間の国民年金保険料を納付したとすると、申

立人の元夫については、平成元年４月から３年３月までの保険料は時効により

納付できないことから、二人分の追納保険料額は 87万 2,880円となり、金額

が必ずしも一致しない。 

   さらに、Ａ区保存の申立人に係る国民年金被保険者名簿を見ても、申立期間

の国民年金保険料を追納したことをうかがわせる事跡は認められない。 



                      

  

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

が、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

   このほか、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、追納したと主張

するのみで、保険料納付の時期及び納付方法等に関して明確な陳述は無く、申

立期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を

見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪厚生年金 事案 9926 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月６日から 46年５月 10日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ市Ｂ区内に有

った「Ｃ店」に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。私が

保管している就業者手帳の就業移動録欄に、昭和 45 年４月から同店に就職

した旨の記載が有るので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人保管の就業者手帳に記載の就業移動録及び失業保険被保険者証（昭和

45 年８月３日付けでＥ公共職業安定所から交付）から判断して、申立期間当

時に申立人が「Ｃ店」で勤務していたことが推認できる。 

  しかし、オンライン記録において、「Ｃ店」が厚生年金保険の適用事業所と

なった記録は無く、同店の所在地を管轄する法務局で商業登記の記録も確認で

きない。また、同店はＤ業務に該当し、申立期間当時、厚生年金保険の強制適

用業種ではなかった。 

  さらに、申立人は、「経営者の名前は覚えていないが、『Ｃ店』は個人経営の

店だったと思う。従業員は、７人あるいは８人はいたと思うが、１人の名字し

か思い出せない。」旨陳述しており、事業主及び同僚から、申立人の申立期間

に係る保険料控除の状況等を確認することができない。 

  このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9927 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月から 34年まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には昭

和 28年４月から 34年まで勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の事業主の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人がＡ

社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によれば、Ａ社がＢ社として厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 37年４月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。 

また、前記事業主は、「申立期間当時は社会保険の適用を受けておらず、給

与から厚生年金保険料を控除していなかった。」と陳述している。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同社が厚

生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得している元従業員

に照会し 13 人から回答を得たが、申立人を覚えている者はおらず、このうち

２人は、「入社後数年して、会社が厚生年金保険に加入するまで、給与から厚

生年金保険料は控除されていなかった。」旨陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月５日から 15年３月 31日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額よりも低く記録されていることが

分かった。申立期間は、毎月 30 万円ぐらいの給与が支給されていたので、

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の給与月額は約 30 万円であったのに、年金事務所に記

録されている標準報酬月額はこれより低額であると申し立てている。 

しかし、Ａ社は平成 16年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は既に死亡している上、元従業員の一人が経理及び社会

保険事務を担当していたとする者に照会したが回答を得られないため、これら

の者から申立人の申立期間における給与月額及び保険料控除額について確認

することができない。 

また、雇用保険の記録を見ると、申立人のＡ社における離職時賃金日額は

3,333円であり、年金事務所に記録されている標準報酬月額（９万 8,000円）

とおおむね符合する。 

さらに、オンライン記録を見ても、申立人のＡ社における標準報酬月額に遡

及訂正等の不自然な点は見られない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9929 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 20日から 38年３月 11日まで 

ねんきん特別便により、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いこと

が分かった。申立期間は、Ａ社が設立された時期であり、それまで勤務し

ていたＢ社からＡ社に出向し、Ｃ業務従事者として勤務した。申立期間の

給与が、Ｂ社から支払われていたか、又はＡ社から支払われていたかは分

からないが、両社に継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述等から判断して、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務

していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人の同社における資格取得日と同日の昭和38年３月11日であり、

申立期間は適用事業所ではない。 

また、Ａ社の後継会社に当たるとするＤ社は、「申立期間当時の関連資料が

無いため、申立人の申立期間における保険料控除等の状況は不明である。」と

している。 

さらに、申立人がＡ社の総務担当の同僚として名字を記憶している者は、「私

は、昭和 38 年３月にＡ社に入社したので、申立期間の詳しい状況は分からな

いが、同社は厳しいぐらいにきっちりとした会社であったので、厚生年金保険

に加入していない従業員の給与から４か月間も保険料を控除し続けることは

考えられない。」と陳述している。 

加えて、Ｂ社及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、

申立人が同時期にＢ社からＡ社に移ったとする同僚３人を含む５人が、申立人



と同様に、昭和 37 年 11 月 20 日にＢ社で資格喪失後、38 年３月 11 日にＡ社

で資格を取得しており、当該５人のうち既に死亡している１人を除く４人に照

会したところ、４人はいずれも、「私も申立人も、申立期間も継続してＡ社に

勤務していたが、保険料が控除されていたかどうかは分からない。」と陳述し

ている。 

一方、申立人は、「申立期間の給与が、Ｂ社から支払われていたか、又はＡ

社から支払われていたかは分からない。」と陳述しているところ、照会を行っ

た上記同僚４人のうち２人は、「申立期間の給与は、Ｂ社からではなく、Ａ社

から支給されていた。」と陳述している上、前述のＢ社に係る被保険者名簿を

調査しても、同名簿の記録に不自然な点は見られない。 

また、Ｂ社は、昭和 38年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は連絡先不明である上、複数の同僚が同社で総務及び経

理を担当していたと記憶する者二人に照会したが、同人たちは、「申立期間当

時の保険料控除等の状況は分からない。」と陳述しており、これらの者から申

立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

さらに、複数の同僚が、「Ａ社は、Ｂ社、Ｅ社、Ｆ社及びＧ社の４社のＨ部

門が集まって設立された。」と陳述しているところ、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となった昭和 38年３月 11日に同社で資格を取得している者全 36人

のうち、それ以前にＢ社、Ｅ社、Ｆ社又はＧ社での加入記録がある 11 人（申

立人を含む。）には、いずれも同年３月 11日以前の加入記録に３か月あるいは

４か月の空白期間が見られる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年８月から 32年１月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社にＢ業務従事者として勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をも

らった。申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人が申

立期間当時にＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立期間より後の昭和 32 年８月１日であり、申立期間は適用事業所

ではない。 

また、前述の同僚を含む複数の元従業員は、「Ａ社は、申立期間当時は厚生

年金保険の適用事業所ではなく、昭和 32 年８月に適用事業所となる前は、給

与から厚生年金保険料を控除されていなかった。」旨陳述している。 

さらに、Ａ社は、昭和 37 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の代表取締役は所在不明のため、これらの者から申立人の申

立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から同年７月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報

酬月額が、それまでの 24万円から９万 2,000円に下がっていることが分か

った。平成７年１月の災害により、同社が入っていたＢ市のビルはその数

日後に倒壊したが、申立期間も自宅で仕事を続けており、給料もそれ以前

と変わらず 24 万円を受給していたので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、平成７年１月に 24 万

円から最低等級である９万 2,000円に改定され、その後、同年７月に９万 2,000

円から元の 24 万円に改定されているところ、申立人は、申立期間の給料もそ

れ以前と変わらず 24万円であったと申し立てている。 

しかし、平成７年３月１日に施行された法律において、ⅰ）被災した厚生年

金保険の適用事業所の被保険者について、同年１月から同年 12 月までのいず

れかの月に受けた報酬の額が著しく低下したときは、その月に受けた報酬の額

を報酬月額として、その著しく低下した月から標準報酬月額を改定することが

できる、ⅱ）被災した適用事業所において、被保険者に対する報酬の支払に著

しい支障が生じているときは、事業主からの申請に基づき、保険料納付を免除

することができる旨規定されているところ、申立期間当時にＡ社の顧問であっ

たとする社会保険労務士は、「災害のため、申立期間に従業員に対して給料を

支払えなかったとする事業主からの依頼を受けて、当該法に基づき、厚生年金

保険料納付の免除を社会保険事務所（当時）に申請した。」と陳述しており、

当該社会保険労務士保管の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及

び厚生年金保険料免除申請書を見ても、事業主及び申立人を含む同社の被保険



者全３人について、事業主が同年１月の報酬月額を０円と社会保険事務所に届

け（この場合、制度上、標準報酬月額は当時の最低等級である９万 2,000円と

なる。）、申立期間の厚生年金保険料納付の免除を申請していることが確認でき

る。 

また、Ａ社は平成 18 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主及び前述の社会保険労務士は、いずれも賃金台帳等の関

連資料を保管していないとしているため、これらの者から申立人の申立期間に

おける保険料控除額等について確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9932 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年１月 26日から４年８月 18日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社で正社員と

して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が企業年金に関する契約を締結していたＢ社及びＣ社からの加入期間

等に係る回答並びに同僚の陳述等から、申立人が申立期間にＡ社で勤務してい

たことが認められる。 

しかし、Ａ社は、平成 21 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、同社に係る商業登記の記録で確認できる管財人は、「Ａ社の出勤簿におい

て、申立人の氏名は確認できない。しかし、申立人が勤務していたとする店舗

に申立人の氏名と同じ読み方が可能な従業員が確認できた。当該元従業員は、

平成２年１月 26日に入社し、４年８月 17日まで勤務していた。また、当該元

従業員の給与から厚生年金保険料は控除していない。」と陳述しているところ、

管財人提出の同社に係る出勤簿及び給与明細書を見ると、管財人の陳述と同一

の内容が確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社では、自身の名前にＤという漢字を用いていた。」と

陳述している上、申立人と同じ店舗に勤務していたとする同僚は、「私が勤務

していた店舗に申立人と同じ読み方をする氏名の従業員は一人しかいなかっ

た。」と陳述していることから、前述の出勤簿及び給与明細書の記録は申立人

のものと推認される。 

さらに、申立期間当時の事業主及び申立人が勤務していたとする店舗の責任

者は既に死亡しているため、これらの者から申立人の申立期間における保険料



控除等の状況を確認することができない。 

加えて、オンライン記録によると、申立人は、申立期間に国民年金に加入し

ており、申立期間のうち平成２年３月以前の期間及び同年 12 月以後の期間に

ついては、申請により国民年金保険料の納付が免除されている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 24年６月 21日から 25年６月１日まで 

 ② 昭和 26年１月 31日から同年７月２日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間①については、

それまで勤務していたＡ社が昭和 24年６月頃に解散となり、同時期にＢ社

を設立し、同社に勤務したのに、加入記録は 25年６月１日からとなってい

る。申立期間②については、Ｂ社が資金繰りに行き詰まったため、26 年１

月頃に同社からＣ社（現在は、Ｄ社）に移って勤務したのに、加入記録は

同年７月２日からとなっている。 

申立期間も継続してＢ社又はＣ社に勤務していたので、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の同僚の陳述から判断して、時期は特定でき

ないものの、申立人が申立期間当時もＢ社に継続して勤務していたことが推認

できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人の同社における資格取得日と同日の昭和 25年６月１日であり、

申立期間は適用事業所ではない。 

また、Ｂ社は、昭和 26年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は連絡先不明のため、これらの者から申立人の申立期間

における保険料控除等の状況を確認することができない。 

さらに、申立人と同様に、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和

25年６月１日に被保険者資格を取得している前述の同僚は、「私も、Ｂ社が適



用事業所となる前から同社に勤務していたが、適用事業所となる前の期間に私

の給与から保険料が控除されていたかどうかは分からない。」と陳述している。 

申立期間②については、申立人は、申立期間もＣ社に勤務し、厚生年金保険

に加入していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人の同社における資格取得日と同日の昭和 26年７月２日であり、

申立期間は適用事業所ではない。 

また、Ｄ社は、「申立期間当時の関連資料が残っていないので、申立人の申

立期間における勤務及び保険料控除については不明であるが、申立期間は、Ｃ

社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間であるので、保険料を控除した

とは考え難い。」としている。 

さらに、申立期間当時の事業主は連絡先不明であるほか、申立人は同僚の氏

名を記憶しておらず、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が同社で被保険者であった期間に加入記録の有る元従業員 19 人のうち

連絡先の判明した１人に照会したが、同人は申立人を記憶していないため、こ

れらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確

認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9934 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月頃から同年 11月頃まで 

    私は、Ａ社に勤務していた同僚からの紹介で、昭和 39 年７月頃に同社に

就職し、社員として同年 11月頃まで勤務した。 

    しかしながら、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会

したところ、Ａ社での厚生年金保険の加入記録が無いとの回答を得たが、同

社で勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと

申し立てているところ、申立人が名前を記憶していた同僚からは、「申立人は、

当時、パート従業員として勤務し、勤務期間は短期間であったことは覚えてい

るが入退社日までは記憶していない。」旨の陳述が得られたことから、勤務期

間は特定できないものの、申立人は当時、同社に勤務していたものと考えられ

る。 

しかし、Ａ社は、昭和 50年４月 26日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、同社の元事業主は、「当時の資料を保存していないため、申立人

の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明であ

るが、申立期間当時は、従業員の入退社が頻繁で、パート従業員については厚

生年金保険に加入させていなかった。」旨回答している。 

また、申立人が当時の同僚として名前を挙げた上記の者からも、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除についての具体的な陳述は得られず、確

認することができなかった。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間



当時の健康保険整理番号に欠番は無く、記録に不自然な点も見当たらないほか、

オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行った

が、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9935（事案 4725の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月１日から 34年 11月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）にＣ業務従事者として勤

務していた。 

    当時、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、厚生年金保険の加

入記録が無いのは納得できないとして、年記録確認第三者委員会に申し立て

たが、認められない旨の通知を受けた。 

    上記通知を受け取った後、昭和 32 年３月頃に私を厚生年金保険に加入さ

せると上司から言われたことを思い出したので、調査の上、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、雇用保険の記録及び同僚の陳述から、申

立人のＡ社での勤務実態は確認することができるものの、Ｂ社提出の従業員カ

ードによると、申立人の資格取得日は昭和34年11月１日と記入されている上、

申立期間の保険料控除をうかがわせる事情等は見当たらないことなどから、既

に当委員会の決定に基づき、平成 21 年 11 月 13 日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「上司から昭和 32 年３月頃には、私を厚生年金保険に加

入させると言われたことを思い出した。」ことを理由に再申立てを行っている

ことから、改めて、Ｂ社に対し、申立人の申立期間における保険料控除につい

て事情照会を行ったものの、初回申立て時における回答と同じく「従業員の厚

生年金保険の適用状況を記録している当時の『従業員カード』では、申立人の

資格取得日は、オンライン記録と同じ昭和 34年 11月１日と記録されているこ

とから、申立期間は厚生年金保険料を控除していなかったと考えられる。」と



回答している。 

また、申立期間前後にＢ社において厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いる複数の同僚の資格取得日を調査したところ、いずれも雇用保険の資格取得

日とは一致しておらず、雇用保険の資格取得後、約１年６か月から６年経過し

た後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できることか

ら判断すると、同社では、雇用保険と厚生年金保険を一体として加入させると

いう取扱いは行っておらず、入社してから一定期間経過後に厚生年金保険に加

入させていたことがうかがえる。 

さらに、申立人は、当時の上司として二人の氏名を挙げているものの、両人

の所在は不明であるため事情照会をすることができないほか、オンライン記録

において、改めて申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立

人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人からその根拠となる新たな資料等の提出は得られず、その

ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月 21日から 46年６月 21日まで 

私は、Ａ社に昭和 45年９月 14日から平成 10年 11月 21日まで、途中で

退職することなく継続して勤務していた。 

しかし、年金事務所の記録では、申立期間が厚生年金保険の未加入期間

とされているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に継続して在籍していたと申し立てているところ、

雇用保険の記録及び申立人を記憶している複数の同僚の陳述から、申立人は申

立期間において同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社保管の申立人に係る「厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書」を見ると、申立人は、昭和 45年９月 14日に資

格を取得した後、46年６月 21日に資格を再取得していることが確認でき、オ

ンライン記録と一致している。 

また、Ａ社は、「申立人の保険料控除については、年金事務所の記録どおり

のはずである。」と回答している。 

さらに、Ａ社は、「当社保管の採用決裁簿（正社員の採用年月日等が記載さ

れた記録）によると、申立人は、昭和 46年 10月 21日に正社員に昇格してい

る。当時、試用期間は４か月間あったことから、申立人は正社員に昇格後に、

同年６月 21 日に遡って厚生年金保険資格の取得手続を行ったものと考えられ

る。また、当該採用決裁簿によると、申立人は、正社員に昇格した時に、健康

保険及び厚生年金保険の取得手続を行ったことを示す印は確認できるものの、

雇用保険の取得手続を行ったことを示す印が無いことなどから、申立期間は、



雇用保険のみに加入している臨時社員の従業員であったと考えられる。」と陳

述している。 

加えて、申立期間当時、Ａ社において給与計算事務を担当していた者は、「申

立人は、正社員ではなく臨時社員として入社し、一定期間経過してから正社員

に昇格した。また、当時、臨時社員の従業員は厚生年金保険には加入させてい

なかった。」と陳述している 

また、申立期間当時の給与明細書を所持している同僚は、「私は、臨時社員

として入社したが、入社後、正社員となり厚生年金保険に加入するまでの間は、

保険料を控除されておらず、雇用保険料のみが控除されていた。また、私は申

立人を記憶しているが、申立人も臨時社員として入社し、私と同様の取扱いで

あったと思う。」旨を陳述している。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

ない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 25日から 50年 12月 10日まで 

    私は、昭和 47年頃、Ａ社に入社し、59年１月に退職するまで、同社が経

営するＢ社において、Ｃ業務等を担当していた。 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間が空白

期間とされていた。 

    申立期間中もＢ社において継続して勤務しており、当時、政府管掌の健康

保険被保険者証を使った記憶があるので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

    なお、申立期間は、国民年金保険料の納付済期間と記録されているが、当

該期間の保険料は、後になって特例納付したものであり、当時、現年度納付

した記憶はない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、Ａ社が経営するＢ社において、

申立期間も正社員として継続して勤務していたことが推認される。 

しかしながら、当時、Ｂ社には、申立人以外に３人の従業員が勤務していた

とされているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、

「入社時に社会保険に加入することを希望した。」と陳述する二人の同僚につ

いては被保険者記録が確認できるものの、申立人と同職種であった同僚は、入

社から３年以上経過した昭和51年12月１日に厚生年金保険の被保険者資格を

取得していることが確認できる。 

また、当該同職種であった同僚は、「自身の加入記録に間違いはなく、入社

以降、社会保険に加入するまでは国民健康保険に加入していたと思う。」と陳

述していることなどから、申立期間において、Ａ社では、必ずしも従業員を、



勤務していた全ての期間について厚生年金保険に加入させる取扱いではなか

ったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社における当時の社会保険事務担当者は、「申立人及び申立人と

同職種の上記同僚が社会保険に加入した時期については、記憶していない。」

旨陳述している上、同社は、「当時の事業主は既に死亡しているため、申立人

の厚生年金保険料控除等の事情については不明。」と回答しており、申立期間

に係る厚生年金保険料の控除について確認することができなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

なお、国民年金特殊台帳を見ると、申立人は、昭和 42年 10月１日に国民年

金の強制加入被保険者として資格を取得し、申立期間の国民年金保険料につい

ては、５か月分を除き現年度納付していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年４月 10日から同年５月 10日まで 

             ② 昭和 27年６月 20日から同年 11月８日まで 

    私は、昭和 27 年４月 10 日付けでＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、34 年

２月に退職するまで継続して勤務した。 

    しかし、年金事務所の記録によると、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 27 年４月 10 日付けでＡ社に入社し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社の現在の事業主は、「申立期間当時の資料は保存してお

らず、申立人の入社日、勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明で

ある。」と回答している。 

また、申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた者を含め、同社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時の同僚を抽出し、連絡先

の判明した 21名に文書照会を行い 18名から回答を得たものの、申立人の入社

日及び保険料控除について具体的な陳述は得られず、確認することはできなか

った。 

さらに、上記被保険者名簿には、申立期間の健康保険整理番号に欠番は無く、

記録に不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、申立人の氏

名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険

者記録は見当たらなかった。 



このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

申立期間②について、申立人はＡ社に昭和 34 年２月まで継続して勤務して

いたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社の現在の事業主は、「申立期間当時の資料は保存してお

らず、申立人の退職日、申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

については不明である。」旨回答している。 

また、上記被保険者名簿から申立期間当時の同僚を抽出し、連絡先の判明し

た 24名に文書照会を行い 21名から回答を得たが、申立人を記憶している複数

の同僚は、「申立人とは一緒に勤務していたのは覚えているが、申立人の勤務

実態及び在職期間は不明である。」旨陳述しており、他の１名も、「申立人と一

緒にＣ業務を担当していたが、私が検査の担当となったのは昭和 30 年頃から

であり、それより以前の期間における申立人の勤務実態については不明。」と

陳述している。 

さらに、申立人が、当時、一緒に勤務していた同僚のうち、一番親しかった

とする者に対して、複数回にわたり文書照会したものの、回答は得られなかっ

たことなどから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について、

確認することはできなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 12月１日から 31年２月 28日まで 

   年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた申立期間における標準報酬月額（１万円）は、実際の給与支給額（５

万円）と比べて低くなっている。 

    申立期間の給与明細書は所持していないが、申立期間について給与支給額

に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で勤務した期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも

低額となっていると申し立てている。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立期間当時、申立人と同じ職種であったとされる複数の同僚の標準報

酬月額は、申立人とほぼ同額となっている。 

また、申立人と同様に、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 30

年 12月１日に被保険者資格を取得している他の同僚全員（申立人を含め６人）

の標準報酬月額をみても、全員が１万円以下となっており、申立人のみが他の

同僚と異なり低額の標準報酬月額となっている事情は見当たらない。 

さらに、所在の判明した同僚に事情照会したものの、回答が得られず、保険

料控除の状況を明らかとすることはできなかった上、上記被保険者名簿を見て

も、標準報酬月額が遡及して訂正された事跡は無く、記録に不自然な点も見当

たらない。 

加えて、申立人は申立期間当時の給与明細書等の資料を保存していない上、

Ａ社は昭和 56年 10月に解散しており、当時の代表理事等の所在も不明である

ため事情照会ができない。 



このほか、申立人主張の給与支給額を基に事業主が給与から厚生年金保険料

を控除していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、平成４年４月１日から正社員として勤務したので、申立期間も厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が、平成４年４月２日から同年 11 月 18

日までＡ社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の元事業主は、申立期間当時、２週間程度の様子見期間を設け

ていたとしているところ、同社で給与計算及び社会保険関係の届出業務を全て

担当していたとする元事務担当者は、「定まった試用期間は無かったが、社長

の判断で厚生年金保険には入社後すぐに加入させなかった。加入させる時期は

従業員により異なった。社長は、『どうせ２か月ないし３か月ですぐに辞める

から厚生年金保険に加入させなくてよい。会社が保険料を半分負担しなければ

いけないからもったいない。』と言っていた。」旨陳述している。 

また、Ａ社の元従業員について、雇用保険と厚生年金保険のそれぞれの被保

険者資格の取得日を比較したところ、複数の元従業員が、雇用保険の資格取得

後一定期間（３日から 20 か月まで）が経過してから厚生年金保険の資格を取

得していることが確認できる。 

さらに、上記の元事務担当者は「厚生年金保険に加入するまでの期間は、給

与から厚生年金保険料を控除することはなかった。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年４月１日から同年４月 13日まで 

           ② 平成 16年４月 28日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には平成 16 年４月１日に入社したが、入社後に給与改定を提示されたの

で同年４月内に退職した。同社が同年４月末までの厚生年金保険料と退職金

を支払うことで合意し退職したが、ねんきん定期便では同年４月末までの加

入記録とはされていない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社から提出された解雇通知書及び雇用保険被

保険者離職証明書から、申立人が、平成 16 年４月 13日から同年４月 27日ま

で同社で勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社が保管する申立人に係る給与支給明細書及び給与支給・控除リス

トから、申立人が平成 16 年４月の厚生年金保険料を給与から控除されている

ことが確認できる。 

しかし、Ａ社から提出された上記の解雇通知書及び申立人作成の「別紙回答

書」等の資料から、同社は、申立人の求めに応じて解雇年月日を平成 16 年４

月 27 日とするとともに、未払となっていた給与を支給する際に１か月分（平

成 16年４月）の厚生年金保険料を控除したことが確認できる。 

また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書から、同社は、申立人の資格喪失日を、厚生年金保険法第 14 条の規定に基

づき、上記解雇年月日の翌日である平成 16年４月 28日として社会保険事務所



に届け出たことが確認できる。 

なお、厚生年金保険法第 19条第２項では、「被保険者の資格を取得した月に

その資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。」

とされている。また、同法第 81条第２項では、「保険料は、被保険者期間の計

算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされている。これらの

ことから、申立人がＡ社における被保険者資格を喪失した月である平成 16 年

４月の厚生年金保険料が控除されていたことをもって、申立人の同社における

資格取得日を同年４月１日、資格喪失日を同年５月１日とすることはできない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において、厚生年金保険被保険者であったものと認めることは

できない。 



大阪厚生年金 事案 9942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月 28日から 13年１月１日までの期間のう

ちの約２年間 

私は、平成３年２月28日から13年１月１日までの期間のうちの約２年間、

Ａ社に勤務していたが、社会保険事務所（当時）の記録では、同社における

厚生年金保険の加入記録が無い。 

納得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び同社提出の申立人に係る履歴書の作成日から、申立人は、平

成４年８月から５年８月までの期間のうちの６か月間ないし 12 か月間、同社

に勤務していたことが推定できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時、新規採用した従業員が厚生年金保険に加

入することを希望しない場合、加入させていなかった。申立人については、同

様の理由かどうかは不明であるが、厚生年金保険に加入させていなかったこと

を記憶しており、保険料も控除していない。」旨回答している。 

また、申立人が記憶する同僚二人は、「Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に

なったと同時に加入したが、保険料が重荷になったために事業主に頼んですぐ

に脱退し、その後、私の希望により再加入した。」、「入社して約半年後に、私

の希望により厚生年金保険に加入した。」とそれぞれ陳述している。 

さらに、申立人は、「Ａ社に在職していたときの従業員数は、13人程度であ

った。」と陳述しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人が勤務していたと推定できる期間及びその前後の期間にお

ける被保険者数は６人ないし７人で推移している。 



これらのことから、Ａ社は、申立期間当時、必ずしも全ての従業員を厚生年

金保険に加入させていなかったものと考えられる。 

加えて、上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整理番号に欠番

が無く、同名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる資料及び周辺事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9943 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所  ：  

               

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 11月１日から 46年３月１日まで 

         ② 昭和 46年４月 18日から同年 12月頃まで 

私は、昭和 45 年 11 月１日から 46 年 12 月頃まで、Ａ社で継続して勤務

した。 

しかし、昭和 45 年 11 月１日から 46 年３月１日までの期間については、

厚生年金保険の加入記録が無い。忘年会があったことを記憶しており、勤

務していたことに間違いはないので、被保険者期間として認めてほしい（申

立期間①）。 

また、昭和 46年４月 18日から同年 12月頃までの期間についても、厚生

年金保険の加入記録が無い。Ｃ業務に従事しており、夏場に勤務していた

ことに間違いはないので、被保険者期間として認めてほしい（申立期間②）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45年 11月２日以降においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

 しかし、Ａ社は、申立期間中の昭和 45年 12月１日にＢ厚生年金基金に加入

しているところ、同基金の加入記録から、申立人が加入員資格を取得した日は、

同社における厚生年金保険被保険者資格の取得日と同日の 46 年３月１日であ

ることが確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に被保険

者資格を有し、連絡先が判明した 19人に文書照会を行ったところ、13人から

回答があり、このうち同社から健康保険被保険者証を受け取った時期を記憶し

ているとする９人のうち、３人は、入社から３か月ないし５か月程度経過後に

受け取ったとしており、同社は、申立期間当時、必ずしも入社と同時に従業員



を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

申立期間②について、申立人は、昭和 46 年４月 18 日から同年 12月頃まで

の期間もＡ社で勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金の加入記録から、申立人の加入

員資格の喪失日は、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と同日の昭和 46 年４

月 18日であることが確認できる。 

また、雇用保険の加入記録によると、Ａ社における申立人の離職日は昭和

46年４月 18日となっており、厚生年金保険被保険者資格の喪失日（離職日の

翌日）とおおむね整合していることが確認できる。 

なお、申立人は、｢Ｃ業務に従事し夏場に在籍していた。｣と主張していると

ころ、複数の同僚が、「Ｃ業務は、通年で行っていた。」と陳述している。 

申立期間①及び②について、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、申

立期間当時の事業主及び事務担当者も死亡していることから、申立人の申立期

間における勤務実態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる周辺事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9944 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月頃から 44年２月頃まで 

② 昭和 44年３月頃から 45年７月頃まで 

Ａ社で勤務していた同僚と一緒に、昭和 43年３月頃にＢ社に転職し、44

年２月頃まで勤務したが、当該期間について厚生年金保険の加入記録が無

い（申立期間①）。 

また、昭和 44 年３月頃にＡ社に再入社し、45 年７月頃まで勤務したが、

当該期間についても厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間②）。 

納得できないので、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、複数の同僚の陳述から、期間の特定はできないものの、

申立人が申立期間にＢ社で勤務していたことが推定できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 44年８月１日であり、申立期間は適用事業所とはなっていない。 

また、申立人及び同僚の陳述から判断して、申立人と同時期にＡ社からＢ社

に転職したと考えられる同僚４人は、いずれもＡ社における厚生年金保険被保

険者の資格を昭和 43年２月又は同年３月に喪失した後、44年８月１日に、Ｂ

社において資格を取得していることが確認でき、このうち一人は、「Ｂ社には、

申立人と一緒に昭和 43 年３月に入社した。入社当時、同社は社会保険に加入

しておらず、同社が適用事業所になるまでの期間は保険料も控除されていなか

ったと思う。」旨陳述している。 

さらに、Ｂ社は既に適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主

は、「当時の関係資料は保管していない。」旨回答していることから、申立人の



申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況について確認することがで

きない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 44年３月頃にＡ社に再入社し、45年

７月頃まで勤務したと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、「賃金台帳を保管していないので、申立人の申立期間にお

ける在籍及び保険料控除の状況について確認することはできない。また、申立

期間において、社会保険事務所（当時）に提出した厚生年金保険被保険者資格

取得確認通知書及び被保険者資格喪失確認通知書には、申立人の氏名は見当た

らない。」旨回答している。 

また、Ａ社が保管する申立期間中の昭和 44年８月 26日に社会保険事務所で

受け付けられた被保険者報酬月額算定基礎確認通知書及び同社作成の申立期

間当時の厚生年金保険被保険者一覧を照合したところ、被保険者は全員一致し

ており、申立人の氏名を確認することはできなかった。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に資

格を有する複数の同僚に照会を行ったが、申立人の申立期間における勤務実態

についての陳述を得ることはできなかった。 

加えて、上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整理番号に欠番

が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 9945 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月 24日から 48年１月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

    Ａ社を昭和 47年 12月 23日頃に退職したが、私の保管する 44年３月分（入

社月）から 47年 12月分（退職月）までの給与支給明細書を見ると、厚生年

金保険料が申立期間も含め 46 回控除されているので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社の昭和 44 年３月分から 47 年 12 月分までの給

与明細書（写し）及び「保険料は当月控除であった。」とする元役員の陳述か

ら判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていることが推認できる。 

しかし、雇用保険の記録を見ると、申立人のＡ社における離職日は、厚生年

金保険の被保険者資格を喪失した前日の昭和 47 年 12月 23 日であることが確

認できる上、同社から提出のあった申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書（控）の資格喪失日は同年 12月 24日となっており、オンラ

イン記録と一致していることが確認できる。 

また、上述の元役員は、「当社にあった失業保険被保険者資格喪失確認通知

書（控）及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書（控）による

と、申立人は、昭和 47年 12月 23日に退職したのは間違いない。」と回答して

いる上、申立人も「私は結婚のため、Ａ社を昭和 47 年 12月 23 日頃に退職し

たのは間違いなく、有給休暇の消化も行っていない。」と陳述している。 

さらに、厚生年金保険法第 19 条には、「被保険者期間を計算する場合には、



月によるものとし、被保険者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前

月までをこれに算入する。」と規定されており、同法第 14条において、資格喪

失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされていることから、

申立人の被保険者資格の喪失日は、昭和 47年 12 月 24 日であり、申立人が申

し立てている同年 12月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

なお、上述の元役員は、昭和 47 年 12 月分の保険料控除について、「申立人

の給与から控除すべきでないところ、誤って控除されたと思われる。」と陳述

している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間において、厚生年金保険被保険者であったことを認めることはで

きない。



大阪厚生年金 事案 9946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月１日から 52年４月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に確認したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。高校在学中にＥ組織の奨学生

として勤務したＡ社Ｂ支店では、厚生年金保険被保険者記録があるのに、同

じ事業主が経営していたＣ社Ｄ支店で勤務していた申立期間の加入記録が

無い。 

Ｃ社Ｄ支店では、初めの１年間は従業員として、その後の２年間は専門学

校へ通学しながら同じＥ組織の奨学生として勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＣ社Ｄ支店における在職については、Ｅ組織提出の労政奨学生名簿

及び申立人提出のＥ組織発行の身分証明書、修了証書並びにＦ学校発行の身分

証明書から、申立期間のうち、少なくともＥ組織の奨学生であった昭和 50 年

４月１日から 52 年３月末までは勤務していたものと認められる上、その前後

の期間についても、同僚の陳述から判断すると、申立事業所に勤務していたこ

とが推認される。 

しかしながら、申立人及び複数の同僚から奨学生で同質業務を担当していた

同僚として名前が挙がった４人のうち２人は、Ｃ社Ｄ支店に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票に氏名は見当たらないことなどから、同社では、必ずし

も従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうか

がえる。 

また、奨学生以外の従業員についても、採用後、５年以上経過してから厚生

年金保険に加入させているなど、申立事業所における社会保険の取扱いは区々
まちまち



となっている。 

さらに、申立期間当時の事業主は既に亡くなっていることから、申立人の申

立期間における保険料控除の状況を確認することができない。 

加えて、Ｃ社Ｄ支店に係る前述の被保険者原票から申立期間当時に記録のあ

る 13 人を抽出し、所在の判明した９人に照会し、６人から回答があったもの

の、申立人の申立期間における保険料控除をうかがわせる陳述を得ることはで

きなかった。 

また、Ｃ社Ｄ支店に係る前述の被保険者原票の健康保険整理番号に欠番は無

く、同被保険者原票の記録に不自然な点も見当たらない。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9947 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月１日から 57年６月１日まで 

「ねんきん定期便」で厚生年金保険の記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与額に見合う標

準報酬月額と相違している。私は、Ｂ職で月給制だったので、申立期間の標

準報酬月額が増額することはあっても減額することはなかったにもかかわ

らず、昭和 52年 10月の定時決定では７等級８万円弱も下がり、その後も標

準報酬月額の増額と減額が繰り返し行われているのは不自然である。給与明

細など当時の資料は無いが、申立期間の標準報酬月額を正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における申立期間の標準報酬月額について、昭和 52 年 10

月の定時決定において８万円弱の減額となっており、その後、標準報酬月額の

増額と減額が繰り返し行われているのは不自然であると申し立てているとこ

ろ、給与明細書等を保管しておらず、同社は平成 14 年に既に適用事業所では

なくなるとともに解散している上、申立期間当時の事業主及び社会保険事務担

当者はいずれも既に死亡又は所在不明であることから、申立人の申立期間にお

ける給与支給額及び厚生年金保険料控除額について事情照会を行うことがで

きない。 

また、Ａ社の解散時の事業主は、「当社の給与体系は職種によって違ってお

り、Ｂ職は月給制、Ｃ職は出来高制であった。申立期間当時の資料などが現存

しておらず、申立人に対する給与支給額及び保険料控除については不明であ

る。」と回答しており、申立人に係る厚生年金保険料控除等について具体的な

陳述を得ることができなかった。 



さらに、Ａ社に係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿の被保険者

増減表から、申立期間の始期（昭和 52年 10月）に定時決定の届出がされてい

る同僚全員（48 人）の標準報酬月額を調査したところ、過半数の者が申立人

と同様に、当該定時決定において減額されていることが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る上記被保険者名簿から、申立期間当時に被保険者記録が

有る同僚を抽出し、所在の判明した 22人に文書照会し、20人から回答を得た

ところ、事実に反して標準報酬月額が低く届け出られているとする回答は無い

上、申立人が申立期間当時に社会保険事務を担当していたとする同僚の標準報

酬月額も、申立人と同様に、増額と減額が繰り返されていることが確認できる。 

また、上記同僚照会において回答の得られた同僚のうち、給与明細書を保管

していた同僚二人の標準報酬月額を検証したところ、給与から控除されていた

厚生年金保険料に基づく標準報酬月額は、各人のオンライン記録と一致してい

ることが確認できる。 

さらに、同僚二人が所持している源泉徴収票から標準報酬月額を検証したと

ころ、当該源泉徴収票に記載の社会保険料等控除額は、各人のオンライン記録

とほぼ一致している。 

加えて、上記被保険者名簿及びオンライン記録において、申立人及び同僚の

標準報酬月額の記録が遡って訂正された等の形跡や不自然な点は見当たらな

い。 

このほか、申立人主張の給与支給額に基づき、事業主が給与から厚生年金保

険料を控除していたことをうかがわせる資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9948 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年９月 29日から 21年１月 18日まで 

    社会保険事務所（当時）に夫の厚生年金保険の加入状況について照会した

ところ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

受けた。夫は昭和 18 年頃から 21年１月 17 日までは同社Ｂ工場（後にＣ社

として分社独立。現在は、Ｄ社）で勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人が申立期間についてもＣ社に継続して勤務していたと

申し立てている。 

しかしながら、Ｄ社は、「当時の資料は無く、申立人の勤務実態及び保険料

控除については不明である。」と陳述しており、申立期間における申立人の勤

務実態及び保険料控除について確認することができない。 

また、Ｃ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から被保険者記録の

有る同僚 163人を抽出調査したが、その多くは既に亡くなっているか又は所在

不明であり、回答を得られた 15 人は、いずれも申立人のことは記憶にないと

しており、申立人に係る勤務実態及び保険料控除について陳述を得ることがで

きなかった。 

さらに、回答を得られた上記同僚 15人のうち 10人は、いずれも「終戦時に

従業員全員が一旦、解雇されたと記憶している。」旨陳述していることから、

申立人についてもＣ社において資格を喪失した昭和20年９月29日付けで一旦、

解雇されたものと考えられる。 



一方、申立人の親族は、「申立人は、終戦後の申立期間において、Ｃ社から

Ａ社の本社に異動したのかもしれない。」とも陳述していることから、Ａ社本

社工場に係る「健康保険及厚生年金保険被保険者人名簿」も調査したが、申立

人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

また、Ａ社及び同社の社会保険事務を担当するＥ社は、「Ａ社Ｂ工場は、昭

和 19 年２月にＣ社として分社独立させているが、申立期間当時、出向等の制

度は無く、Ａ社とＣ社は別会社であった。よって、同社における従業員の取扱

いについては不明であるが、Ａ社においては、終戦に伴い、従業員全員を一旦

解雇していることから、申立人についても終戦時にＣ社を一旦解雇され、21

年１月 18 日にＡ社Ｆ工場（後に、Ｇ社として分社独立。現在は、Ｈ社）に再

雇用されたと推測できる。」旨陳述しており、Ａ社からも申立期間に係る申立

人の勤務実態及び保険料控除について確認することができなかった。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9949 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月 16日から同年８月１日まで 

         ② 昭和 52年４月 26日から同年５月１日まで 

   厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無い旨の回答をもらった。 

また、厚生年金保険料は、被保険者になった月から被保険者でなくなった

月の前月までの各月について徴収される旨の回答があったが、申立期間①に

ついて、Ａ社では、昭和 51年７月 16日に厚生年金保険の被保険者資格を喪

失しており、申立期間②について、Ｂ組織では 52年４月 26日に資格を喪失

しているにもかかわらず、給与明細書を見ると、いずれの事業所でも、退職

月の給与から厚生年金保険料が控除されているので、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社提出の申立人の署名押印のある「退職届」から、

申立人は、同社を昭和 51 年７月 15 日に退職する旨の退職届を、同年７月 12

日付けで作成し、同日に同社に受理されたことが確認できる。 

また、雇用保険加入記録から確認できるＡ社における申立人の雇用保険の離

職日は昭和 51年７月 15日であり、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と整合

（厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）している

ことが確認できる。 

さらに、Ａ社提出の「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」

から、同社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日をオンライン

記録どおりの昭和 51年７月 16日とする届出を行ったことが確認できる上、同

社が加入するＤ厚生年金基金提出の「厚生年金基金加入員資格喪失届」及びＣ



健康保険組合提出の健康保険加入者名簿から確認できる被保険者資格の喪失

日も、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と同日の同年７月 16 日であること

が確認できる。 

加えて、厚生年金保険法第 19条第１項において、「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪

失した月の前月までをこれに算入する」と規定されており、同法第 14 条にお

いて、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされて

いることから、Ａ社での申立人の被保険者資格の喪失日は、昭和 51年７月 16

日であり、申立人の主張する同年７月は、厚生年金保険の被保険者期間とはな

らない。 

なお、Ａ社は、「当社は、厚生年金保険料を翌月控除方式により給与から控

除しており、申立人が所持する当社発行の昭和 51 年７月分の給与明細書にお

いて確認できる保険料は、同年６月分であり、同年７月の保険料は控除してい

ない。」旨回答している。 

申立期間②について、申立人が提出したＢ組織発行の昭和 52 年５月分の給

与明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確認でき、同組織の

総務担当者は、「当事業所は、厚生年金保険料を翌月控除方式により給与から

控除しており、申立人の昭和 52 年５月分の給与から同年４月の厚生年金保険

料を誤って控除した可能性もある。」旨陳述している。 

しかし、雇用保険加入記録から確認できるＢ組織における申立人の雇用保険

の離職日は昭和 52年４月 25日であり、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と

整合（厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）して

いることが確認できる。 

また、Ｂ組織提出の健康保険厚生年金保険被保険者一覧表において確認でき

る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、オンライン記録と同日の昭

和 52年４月 26日となっている上、申立期間に同組織での被保険者資格を取得

したことが、同組織に係るオンライン記録から確認できる同僚は、「申立人の

ことは覚えていない。」旨陳述しており、申立人の申立期間における在籍につ

いて確認できない。 

さらに、前述の厚生年金保険法第 19 条第１項及び同法第 14 条の規定から、

Ｂ組織での申立人の被保険者資格の喪失日は、昭和 52年４月 26日であり、申

立人の主張する同年４月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において、厚生年金保険被保険者であったと認めることはでき

ない。



大阪厚生年金 事案 9950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月 29日から 60年６月１日まで 

私は、昭和 54年６月に実兄が経営するＡ社に入社し、同社が倒産する 61

年 12月 31日まで継続して勤務していた。 

しかし、年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間のうち、申

立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、当該期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てているが、申立人の雇用保険受給資格者証から、昭和 55 年

12月 31日にＡ社を離職後、申立期間中の 56年１月 20日に公共職業安定所長

に対する求職の申込みが行われ、待期期間及び給付制限期間経過後に失業等給

付が行われたことが確認できる。 

一方、Ａ社の事業主が提出した申立人が写っている社員旅行の写真等及び同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名が確認できる複数の同僚

の陳述内容から判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 58年 10月下旬

頃から 60 年６月１日までの期間において同社に在籍していたことが推認でき

るものの、事業主は、「当社での申立人の厚生年金保険被保険者期間は、申立

人が当社に正社員として在籍した期間と一致している。申立人は、一度当社を

退職しており、当社に再入社した当初は、正社員ではなかったので、厚生年金

保険の加入手続は行っていなかった。再度、厚生年金保険に加入させるまでの

期間に係る厚生年金保険料を給与から控除することは有り得ない。」旨陳述し

ている。 

また、Ｂ市は、「当市での申立人の国民健康保険被保険者資格の取得日は昭



和 55年 12月 28日、同喪失日は 60年６月２日である。」旨回答している。 

さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿の被保険者増減表から、社会保険事

務所（当時）における申立人に係る資格喪失届の受付年月日が昭和 56 年１月

12日であることが確認できる上、同名簿には、申立人の 55年 12月 29日の資

格の喪失に伴い健康保険被保険者証が社会保険事務所に返納されたことを示

す「証返」の表示が確認できるほか、申立期間における健康保険の整理番号に

欠番は無く連続して付番されていることが確認でき、同名簿の記録に不自然さ

はみられない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、

オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行った

ものの、申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年７月から同年９月 14日まで 

             ② 昭和 41年 10月 31日から 42年３月まで 

私は、昭和 41 年７月から 42 年３月までＡ社に勤務していたが、年金事

務所の記録では、同社での厚生年金保険加入期間は、41年９月 14日から同

年 10 月 31 日までとなっているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名

が確認できる複数の同僚に照会したものの、申立人の勤務実態に関する陳述を

得ることはできなかった。 

また、Ａ社は、既に解散しており、申立期間当時の事業主及び事務責任者と

される同僚は、いずれも既に死亡しているため、同社及びこれらの者から、申

立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等につい

て確認できない。 

さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険の

整理番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名簿の記

録に不自然さは見られない。 

申立期間②について、Ａ社に係る前述の被保険者名簿に氏名が確認できる同

僚の陳述から、申立人は、申立期間において同社に勤務していたことが推認で

きる。 

しかし、Ａ社は、既に解散しており、申立期間当時の事業主及び事務責任者

とされる同僚は、いずれも既に死亡しているため、同社及びこれらの者から、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等につ



いて確認できない。 

また、Ａ社は、昭和 42年１月 31日に適用事業所ではなくなっており、同社

は、申立期間のうち同日以降において適用事業所とはなっていない。 

さらに、申立期間当時のＡ社の経営状況について、同社に係る前述の被保険

者名簿に氏名が確認できる複数の同僚から、「Ａ社の経営状況は悪かった。」旨

陳述が得られた。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9952 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年５月１日から同年６月１日まで  

               ②  平成２年７月１日から３年９月１日まで  

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社及びＢ社で

正社員として勤務した申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答を受け

た。Ａ社には平成元年５月１日から同年５月末まで勤務し、Ｂ社には２年７

月１日から３年８月末まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社、同社の元取締役及び同僚の陳述から、申立人が

同社で勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料は残っていないが、申立人は、厚生

年金保険の加入手続の準備をしていた途中で退職を申し出たため、加入させな

かった。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間にＢ社で勤務し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、平成 14 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、同社の親会社であるＣ社（申立人が申立期間の直後に勤務した事業所）は、

「Ｂ社は、平成 14 年４月に事業を閉鎖しており、申立期間当時の人事記録等

は既に廃棄されていると思われる。また、当社保管の申立人に係る労働者名簿

の職歴欄には申立人が同社で勤務した旨の記載は無いほか、当時の人事担当者

は申立人が同社で勤務していた記憶はないとしている。」と陳述しているため、



同社等から、申立人の勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していない上、申立期間にＢ社で被保

険者記録が有る元従業員 16 人に照会したところ、回答があった６人は、いず

れも「申立人を知らない。」と陳述しているため、元従業員からも、申立人の

勤務実態を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年６月１日から 54年２月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 53 年２月か

ら 54 年２月まで正社員として勤務し、給与から厚生年金保険料を控除され

ていたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、事業主及び複数の同僚の陳述から、申立人が申立期間にＡ

社で勤務していたことが認められる。 

しかし、同僚の一人は、「申立期間当時、Ａ社では、従業員本人の希望によ

り、厚生年金保険に加入する者と、給与手取額が減るので加入しないという者

がいた。」旨陳述している。 

また、申立人は、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の直前の昭和 53 年

２月 10 日から同年６月１日までの期間に同社とは別のＢ組織で被保険者記録

が有ることがオンライン記録により確認できるところ、申立人と同一の期間に

同組織で被保険者記録が有る被保険者７人のうちＡ社の陳述により同社の従

業員であったことが確認できる４人は、いずれも同社において被保険者として

の記録は無い。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社では、必ずしも従業員全員を厚生年

金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、申立期間当時の賃金台帳等の資料を保管していないため、

同社から、申立人の保険料控除の状況を確認できない。 

加えて、Ｂ組織で被保険者記録が有る上記のＡ社の元従業員４人は所在不明



等（１人は病気のため回答不能）であるため、これらの者から、申立期間にお

ける保険料控除の状況を確認できない上、申立人及び当該元従業員４人のうち

の１人は、申立期間に国民年金保険料を現年度納付していることがオンライン

記録により確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

健康保険整理番号の欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

なお、Ａ社及びＢ組織を管轄するＣ組織は、いずれも、「申立人が申立期間

にＢ組織で被保険者記録が有る理由については、当時の資料が無く不明であ

る。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 61年 10月から 63年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 61年 10月か

ら 63 年３月まで、Ｃ業務従事者として勤務したので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人提出の預金通帳から、申立人が申立期間にＡ社で

勤務していたことが確認できる。 

   しかし、申立期間当時の社会保険事務担当者は、「当時、Ａ社では、希望者

のみを厚生年金保険に加入させており、厚生年金保険に加入していない従業員

から保険料を控除するようなことはなかった。」と陳述している。 

   また、申立期間当時の経理担当者も、「申立期間当時、Ａ社では、厚生年金

保険に加入していないＣ業務従事者がいた。」と陳述しているところ、申立人

が記憶する同職種の同僚 12 人のうち４人は、Ａ社において被保険者としての

記録は無いほか、このうちの１人は、申立期間に国民年金保険料を納付してい

ることがオンライン記録により確認できる。 

さらに、Ａ社は、平成 11 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、元事業主に照会を行ったものの、回答が得られなかったため、同社等から、

申立人の保険料控除の状況を確認できない。 

   加えて、申立人は、申立期間を含む昭和 59年３月 10日から 63年４月６日

までの期間、国民健康保険に加入していたことがＢ市の記録により確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 48年５月８日から 49年４月まで 

             ② 昭和 50年６月１日から 51年５月まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社及びＢ社に

勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答を受けた。

Ａ社には昭和 49年４月まで勤務し、Ｂ社には 51年５月まで勤務したので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 59 年５月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、元事業主は、「申立期間当時の資料は残っておらず、申立人が退職し

た時期は分からない。社会保険事務は妻が行っていたが、妻は高齢等により記

憶が曖昧であるので、当時の状況は不明である。」旨陳述しているため、同社

等から、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認でき

ない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していない上、Ａ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が有る元従業員のうち

所在が判明した４人に照会したところ、回答があった２人は申立人を記憶して

いるものの、いずれも申立人が同社で勤務した時期を覚えていないため、元従

業員からも、申立人の申立期間における勤務実態を確認できない。 

さらに、上記の被保険者名簿を見ると、申立人の健康保険被保険者証が昭和

48年５月 16日に返納された旨が記載されており、同名簿の記録に不自然な点

も見られない。 



このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間もＢ社で勤務し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、平成 22 年３月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、元事業主は、「申立期間当時の資料は残っておらず、また、申立人を

記憶していない。」旨陳述しているため、同社等から、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していない上、Ｂ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が有る元従業員の

うち、所在が判明した５人に照会したところ、回答があった３人はいずれも、

「申立人を知らない。」と陳述しているため、元従業員からも、申立人の申立

期間における勤務実態を確認できない。 

加えて、上記の被保険者名簿を見ると、申立人の健康保険被保険者証が昭和

50 年６月 11 日に返納された旨が記載されており、同名簿の記録に不自然な点

も見られない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9956 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年５月まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 52年１月か

ら同年５月まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社が名称変更したＢ社は、申立期間当時の資料を保管していない

ため、同社から、申立人の勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

また、申立人が名字のみを記憶する同僚一人は所在不明であるほか、Ａ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が

有る元従業員 10 人のうち所在が判明した６人に照会したところ、回答があっ

た１人は、「申立人を知らない。」と陳述しているため、同僚等からも、申立人

の勤務実態を確認できない。 

さらに、上記の同僚はＡ社において被保険者としての記録は無いほか、上記

の回答があった元従業員は、申立期間におけるＡ社の従業員数は約 15 人であ

ったと陳述しているが、前述の被保険者名簿において確認できる当該期間の被

保険者数は 10 人であることから、当時、同社では、必ずしも従業員全員を厚

生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立期間に健康保険整理番号の欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

また、申立期間において、申立人の雇用保険加入記録は見当たらない。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9957 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年１月 25日から同年３月 11日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和

48年２月から平成 16年５月まで、代表取締役として継続して勤務していた

ので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び複数の元従業員の陳述から、申立人が申立期間も同社で勤務してい

たことが認められる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、同社から、申立人

の申立期間における保険料控除の状況を確認できない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本並びに同社及び複数の元従業員の陳述から、

申立人が申立期間において同社の代表取締役であったことが確認できるほか、

元従業員の一人は、「当時、申立人は、厚生年金保険に係る事務手続に従事し

ていた。｣と陳述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の

資格の喪失に併せて申立人の健康保険被保険者証が返納された旨が記載され

ており、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者

（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していな

いことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記

録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることができたとしても、申立人は、申立期間当時、上記のと

おり、特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行し

ていないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当

すると認められることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の

対象とすることはできない。



大阪厚生年金 事案 9958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 44年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年２月１日から同年 12月１日まで 

    父の厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。父は同社に

は、昭和 22年２月から 31年５月まで、代表取締役として勤務しており、51

年に再発行された厚生年金保険被保険者証には、資格取得日が 22 年２月１

日と記載されているので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の長女が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元従業員の陳述から、申立人が申立期間もＡ社で勤務していたことが

推認できる。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は、

申立人が資格を取得した日と同日の昭和22年12月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。  

 また、申立人と同日の昭和 22年 12月１日にＡ社で資格を取得している元従

業員のうち、所在が判明した 12 人に照会を行ったところ、回答があった８人

中５人は、「申立人は、申立期間もＡ社の代表取締役であった。また、申立期

間は、同社が適用事業所となる前の期間であるので、保険料控除は無かったと

思う。」旨陳述しているほか、このうちの１人は、「申立人は、厚生年金保険に

係る事務手続に従事していた。」と陳述している。 

さらに、Ａ社は、昭和 31 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、事業主であった申立人は既に死亡しているほか、その他の元役員はいずれ



も所在不明であるため、同社等から、申立人の申立期間における保険料控除の

状況を確認できない。 

加えて、申立人提出の厚生年金保険被保険者証（昭和 51年２月４日再発行）

を見ると、申立人の資格取得日は、Ａ社が適用事業所となる前の昭和 22 年２

月１日と記載されているが、上記の被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金保

険被保険者台帳索引票における資格取得日は、いずれもオンライン記録上の資

格取得日と同日の同年 12 月１日と記載されており、これについて日本年金機

構は、「事業所が厚生年金保険の適用事業所となる前に当該事業所で資格を取

得することは制度上考えられず、申立人の場合、厚生年金保険被保険者証の再

発行時に事務担当者が資格取得日を誤って記入したものと考えられる。」と陳

述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることができたとしても、申立人は、申立期間当時、上記のとお

り、特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると

認められることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない。



大阪厚生年金 事案 9959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年 10月１日から 28年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和

26年 10月から勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、時期は特定できないものの、申立人が申立期間内にＡ社で

勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社Ｃ工

場は、申立人が資格を取得した日と同日の昭和 28 年２月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。 

また、Ａ社で申立人と同日の昭和 28 年２月１日に資格を取得している元従

業員５人のうち、所在が判明し聴取することができた１人は、「私は、昭和

28 年２月以前からＡ社に勤務していたが、入社当初は厚生年金保険に加入し

ていなかった。」と陳述している。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時の資料を保管しておらず、当時の事情を知

る者もいない。」と陳述しているため、同社から、申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

加えて、Ａ社本社及び同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を見ても、申立人及び上記の５人の氏名は記載されていない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


